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◇熊本県税条例の一部を改正する条例
１ 不動産取得税

住宅及び土地の取得に係る税率（本則４％）を３％とする特例措置の適用期限を
平成２４年３月３１日まで延長することとした。（附則第７条の２関係）

２ 自動車取得税
(１) 自動車取得税を目的税から普通税とすることとした。（第２章第７節関係、

附則第８条の３関係）
(２) 次に掲げる自動車で初めて新規登録等を受けるものの取得が平成２４年３月

３１日までに行われた場合においては、自動車取得税を課さないこととする特
例措置を講ずることとした。（附則第８条の３第２項関係）
ア 電気自動車
イ 車両総重量が３．５トン以下の天然ガス自動車のうち、平成１７年１０月

１日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準に適合
し、かつ、窒素酸化物の排出量が当該基準に定める窒素酸化物の値の４分の
１を超えないもの

ウ 車両総重量が３．５トンを超える天然ガス自動車のうち、平成１７年１０
月１日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準に適
合し、かつ、窒素酸化物の排出量が当該基準に定める窒素酸化物の値の１０
分の９を超えないもの

エ プラグインハイブリッド自動車
オ 車両総重量が３．５トン以下のハイブリッド自動車のうち、平成１７年１

０月１日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準に
適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が当該基準に定める窒素酸化物の値の４
分の１を超えないものであって、エネルギーの使用の合理化に関する法律に
規定するエネルギー消費効率（以下「エネルギー消費効率」という。）が同
法の規定により定められる製造事業者等の判断の基準となるべき事項を勘
案して定めるエネルギー消費効率（以下「基準エネルギー消費効率」という。）
に１００分の１２５を乗じて得た数値以上のもの

カ 車両総重量が３．５トンを超えるハイブリッド自動車のうち、平成１７年
１０月１日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準
に適合し、かつ、窒素酸化物又は粒子状物質の排出量が当該基準に定める窒
素酸化物又は粒子状物質の値の１０分の９を超えないものであって、エネル
ギー消費効率が基準エネルギー消費効率以上のもの

キ 車両総重量が３．５トン以下の一定のディーゼル自動車のうち、平成２１
年１０月１日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基
準に適合するもの

(３) 次に掲げる自動車で初めて新規登録等を受けるものの取得に対して課する税
率は、当該取得が平成２４年３月３１日までに行われたときに限り、本特例措
置の適用がないものとした場合の税率に４分の１を乗じて得た率とする特例措
置を講ずることとした。（附則第８条の３第４項関係）
ア 車両総重量が１２トンを超えるディーゼル自動車のうち、平成２１年１０

月１日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準に適合
し、かつ、エネルギー消費効率が基準エネルギー消費効率以上のもの

号外 第５号の２

平成 21 年 3 月 31 日(火)

（毎週 火･金発行）

本号で公布された条例のあらまし



平成 21 年 3月 31 日 火曜 熊 本 県 公 報 号外 第 5号の 2 2

イ 車両総重量が３．５トンを超え１２トン以下のディーゼル自動車のうち、
平成２２年１０月１日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス
保安基準に適合し、かつ、エネルギー消費効率が基準エネルギー消費効率以
上のもの

ウ エネルギー消費効率が基準エネルギー消費効率に１００分の１２５を乗じ
て得た数値以上の自動車のうち、窒素酸化物の排出量が平成１７年１０月１
日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準に定める窒
素酸化物の値の４分の１を超えないもの

(４) 次に掲げる自動車で初めて新規登録等を受けるものの取得に対して課する税
率は、当該取得が平成２４年３月３１日までに行われたときに限り、本特例措
置の適用がないものとした場合の税率に２分の１を乗じて得た率とする特例措
置を講ずることとした。（附則第８条の３第５項関係）
ア 車両総重量が３．５トンを超えるディーゼル自動車のうち、平成１７年１

０月１日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準に適
合し、かつ、窒素酸化物又は粒子状物質の排出量が当該基準に定める窒素酸
化物又は粒子状物質の値の１０分の９を超えないものであって、エネルギー
消費効率が基準エネルギー消費効率以上のもの

イ エネルギー消費効率が基準エネルギー消費効率に１００分の１１５を乗じ
て得た数値以上の自動車のうち、窒素酸化物の排出量が平成１７年１０月１
日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準に定める窒
素酸化物の値の４分の１を超えないもの

(５) プラグインハイブリッド自動車で初めて新規登録等を受けるもの以外の自動
車の取得について、当該取得が平成２４年３月３１日までに行われたときに限
り、税率から１００分の２．４を軽減する特例措置を講ずることとした。（附
則第８条の３第８項関係）

(６) 電気自動車に係る税率の特例措置について、対象を初めて新規登録等を受け
るもの以外の自動車としたうえ、その適用期限を３年延長することとした。（附
則第８条の３第６項関係）

(７) 天然ガス自動車に係る税率の特例措置について、対象を初めて新規登録等を
受けるもの以外の自動車としたうえ、その適用期限を３年延長することとした。
（附則第８条の３第７項関係）

(８) ハイブリッド自動車（バス・トラック）に係る税率の特例措置について、対
象を初めて新規登録等を受けるもの以外の自動車としたうえ、その適用期限を
３年延長することとした。（附則第８条の３第９項関係）

(９) ハイブリッド自動車（バス・トラック以外）に係る税率の特例措置について、
対象を初めて新規登録等を受けるもの以外の自動車で、エネルギー消費効率が
基準エネルギー消費効率に１００分の１２５を乗じて得た数値以上のものに限
定するとともに、税率から軽減する率を１００分の１．６（現行１００分の１．
８）としたうえ、その適用期限を３年延長することとした。（附則第８条の３
第９項関係）

(10) 車両総重量が３．５トンを超えるディーゼル自動車に係る税率の特例措置に
ついて、対象を初めて新規登録等を受けるもの以外の自動車とすることとした。
（附則第８条の３第１０項関係）

(11) 車両総重量が３．５トン以下の一定のディーゼル自動車に係る税率の特例措
置について、対象を初めて新規登録等を受けるもの以外の自動車とすることと
した。（附則第８条の３第１０項関係）

(12) エネルギー消費効率が基準エネルギー消費効率に１００分の１２５を乗じて
得た数値以上の自動車のうち、窒素酸化物の排出量が平成１７年１０月１日以
降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準に定める窒素酸化
物の値の４分の１を超えないものに係る課税標準の特例措置について、対象を
初めて新規登録等を受けるもの以外の自動車とすることとした。（附則第８条
の３第１２項関係）

(13) エネルギー消費効率が基準エネルギー消費効率に１００分の１１５を乗じて
得た数値以上の自動車のうち、窒素酸化物の排出量が平成１７年１０月１日以
降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準に定める窒素酸化
物の値の４分の１を超えないものに係る課税標準の特例措置について、対象を
初めて新規登録等を受けるもの以外の自動車とすることとした。（附則第８条
の３第１３項関係）

３ 軽油引取税
(１) 軽油引取税を目的税から普通税とすることとした。（第２章第７節の２、附

則第８条の４、附則第８条の５関係）
(２) 石油化学製品を製造する事業を営む者が当該事業の事業場においてエチレン

その他の一定の石油化学製品を製造するためにその原料の用途その他の一定の
用途に供する軽油の引取りについて、軽油引取税の課税免除措置を講ずること
とした。（第９４条関係）

(３) 平成２４年３月３１日までに行われる次に掲げる軽油の引取りについて、軽
油引取税の課税免除措置を講ずることとした。（附則第８条の４関係）
ア 船舶の使用者が当該船舶の動力源に供する軽油の引取り
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熊本県税条例の一部を改正する条例をここに公布する。
平成２１年３月３１日

熊本県知事 蒲 島 郁 夫
熊本県条例第３６号

熊本県税条例の一部を改正する条例
熊本県税条例（昭和２９年熊本県条例第２８号）の一部を次のように改正する。
目次中「第７節 削除

第８節 自動車税（第９９条―第１０９条）」を
「第７節 自動車取得税（第８４条―第９１条）

第７節の２ 軽油引取税（第９２条―第９８条の１２） に、
第８節 自動車税（第９９条―第１０９条） 」

「第１節 自動車取得税（第１２９条の２―第１２９条の１２）
第２節 軽油引取税（第１３０条―第１４４条） 」を

「第１節及び第２節 削除」に改める。
第３条第２項中「法第２３条第１項第１５号に規定する特定配当等（以下「特定配当等」

イ 海上保安庁その他一定の者が航路標識法の規定により設置し、及び管理す
る航路標識の電源の用途その他公用又は公共の用に供する施設又は機械の電
源又は動力源の用途で一定のものに供する軽油の引取り

ウ 鉄道事業又は軌道事業を営む者その他一定の者が鉄道用車両、軌道用車両
又はこれらの車両に類する一定のものの動力源に供する軽油の引取り

エ 農業又は林業を営む者その他一定の者が動力耕うん機その他の一定の機械
の動力源に供する軽油の引取り

オ 陶磁器製造業、木材加工業その他の一定の事業を営む者が製造工程におけ
る焼成又は乾燥の用途、これらの事業の事業場において使用する機械又は装
置の動力源の用途その他の一定の用途に供する軽油の引取り

４ その他規定の整理を行うこととした。（目次、第３条から第５条まで、第３７条、
第６９条、第１０５条、第１０９条、附則第９条関係）

５ この条例は、平成２１年４月１日から施行することとした。
６ 熊本県手数料条例に関する事項

熊本県手数料条例（平成１２年熊本県条例第９号）の規定の整理を行うこととし
た。（第２条第１項２３７号の２関係）

７ 熊本県産業廃棄物税条例に関する事項
熊本県産業廃棄物税条例（平成１６年熊本県条例第５３号）の規定の整理を行う

こととした。（第３条関係）
８ 熊本県税条例の一部を改正する条例に関する事項

熊本県税条例の一部を改正する条例（平成２０年熊本県条例第４３号）の規定を
次のとおり改めることとした。
(１) 平成２１年１月１日から平成２２年１２月３１日までの間に個人に対して支

払う上場株式等の配当等に係る配当割の３％軽減税率の特例を１年延長する。
（附則第５項関係）

(２) 平成２１年１月１日から平成２２年１２月３１日までの間の源泉徴収選択口
座における株式等譲渡所得割等の３％軽減税率の特例を１年延長する。（附則
第６項関係）

９ この条例の施行に関し必要な経過措置を定めることとした。

◇ 熊本県税特別措置条例の一部を改正する条例
１ 過疎地域内における県税の課税免除の対象となる施設の取得期限を「平成２１年

３月３１日まで」から「平成２２年３月３１日まで」に延長することとした。（第
４条の２）

２ 半島振興対策実施地域内における県税の課税免除の対象となる施設の取得期限
を「平成２１年３月３１日まで」から「平成２３年３月３１日まで」に延長するこ
ととした。（第４条の４関係）

３ 離島振興対策実施地域内における県税の不均一課税の対象となる施設の取得期
限を「平成２１年３月３１日まで」から「平成２３年３月３１日まで」に延長する
こととした。（第４条の７関係）

４ 企業立地促進法に基づく同意集積地域内における県税の不均一課税の対象とな
る計画の同意期限を「平成２１年３月３１日まで」から「平成２３年３月３１日ま
で」に延長することとした。（第４条の１３関係）

５ その他規定の整理を行うこととした。（第４条の２、第４条の４、附則第２項関
係）

６ この条例は、平成２１年４月１日から施行することとした。

条 例
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という。）に係る県民税、同項第１６号に規定する特定株式等譲渡所得金額（以下「特定
株式等譲渡所得金額」という。」を「特定配当等（法第２３条第１項第１５号に規定する
特定配当等をいう。第５条、第２３条及び次章第１節において同じ。）に係る県民税、特
定株式等譲渡所得金額（法第２３条第１項第１６号に規定する特定株式等譲渡所得金額を
いう。第５条、第２３条及び次章第１節において同じ。」に、「自動車税及び自動車取得
税」を「自動車取得税及び自動車税」に改め、同条第４項中「第２０条の１０第１項」を
「第２０条の１０」に改める。 
 第４条第１項中第９号を第１１号とし、第８号を第１０号とし、第７号を第９号とし、
第６号の次に次の２号を加える。 
 (７) 自動車取得税 
 (８) 軽油引取税 
 第４条第２項中「次の各号に掲げるもの」を「狩猟税」に改め、同項各号を削る。 
 第５条第１項第６号を次のように改める。 
 (６) 軽油引取税にあっては、次のとおりとする。 
  ア 第９２条第１項及び第２項に規定する場合にあっては、特約業者又は元売業者の

うち県外に主たる事務所又は事業所を有する者が県内に事務所又は事業所を有する
ときは当該事務所又は事業所の所在地のうち知事が指定する事務所又は事業所の所
在地、特約業者又は元売業者のうち県外に主たる事務所又は事業所を有する者が県
内に事務所又は事業所を有しないときは法第１４４条の２に規定する軽油の納入地
のうち知事が指定する納入地、特約業者又は元売業者が県内に主たる事務所又は事
業所を有するときは当該主たる事務所又は事業所の所在地 

  イ 第９２条第３項に規定する場合にあっては、特約業者又は元売業者の事業所の所 
   在地 
  ウ 第９２条第４項に規定する場合にあっては、特約業者又は元売業者以外の石油製

品の販売業者の事業所の所在地 
  エ 第９２条第５項に規定する場合にあっては、自動車の主たる定置場の所在地 
  オ 第９２条第６項に規定する場合にあっては、軽油を所有している者の事務所又は

事業所で当該軽油を直接管理するものの所在地 
  カ 第９３条第１項各号に規定する場合にあっては、軽油の消費、譲渡又は輸入につ

いて直接関係を有する事務所若しくは事業所（事務所又は事業所がないものにあっ
ては、住所）又は当該軽油に係る第９８条の４第７項に規定する免税証を交付した
地域振興局又は熊本県税事務所（以下この条、第１９条及び第２３条において「地
域振興局等」という。）の所在地 

  キ 法第１４４条の２２第１項及び法第１４４条の２５第２項に規定する軽油の引取
りを行った者の場合にあっては、当該軽油に係る第９８条の４第７項に規定する免
税証を交付した地域振興局等の所在地 

 第５条第１項第１１号を次のように改める。 
 (１１) 削除 
 第３７条第２項第１号中（法人税法第８２条の８第１項又は第８２条の１０第１項の申
告書に係る法人税額を除く。）を削る。 
 第６９条第１項第２号中「財団法人日本ゴルフ協会」の次に「（昭和６２年１０月１日
に財団法人日本ゴルフ協会という名称で設立された法人をいう。）」を加える。 
 第２章第７節を次のように改める。 
    第７節 自動車取得税 
 （自動車取得税の納税義務者等） 
第８４条 自動車取得税は、自動車の取得に対し、当該自動車の取得者に課する。 
２ 前項の「自動車」とは、道路運送車両法（昭和２６年法律第１８５号）第２条第２項

に規定する自動車（施行令第４２条に規定する自動車の付加物を含む。）をいい、同法
第３条の大型特殊自動車及び小型特殊自動車並びに同条の小型自動車及び軽自動車のう
ち二輪のもの（側車付二輪自動車を含む。）を除くものとし、前項の「自動車の取得」
には、自動車製造業者の製造による自動車の取得、自動車販売業者の販売のための自動
車の取得その他施行令第４２条の２に規定する自動車の取得を含まないものとする。 

 （自動車取得税のみなす課税） 
第８５条 前条第１項の自動車（以下この節において「自動車」という。）の売買契約に

おいて、売主が当該自動車の所有権を留保している場合においても、当該売買契約の締
結を同項の自動車の取得（以下この節において「自動車の取得」という。）と、買主を
自動車の取得者とみなして、自動車取得税を課する。 

２ 前項の規定の適用を受ける自動車について買主の変更があったときは、当該買主の変
更に係る契約の締結を自動車の取得と、新たに買主となる者を自動車の取得者とみなし
て、自動車取得税を課する。 

３ 自動車製造業者、自動車販売業者又は施行令第４２条の２に規定する自動車の取得を
した者（以下この項において「販売業者等」という。）が、その製造により取得した自
動車又はその販売のためその他運行（道路運送車両法第２条第５項に規定する運行をい
う。以下この条において同じ。）以外の目的に供するため取得した自動車について、当
該販売業者等が運行の用に供した場合（当該販売業者等から当該自動車の貸与を受けた
者がこれを運行の用に供した場合を含む。）においては、当該運行の用に供することを
自動車の取得と、当該販売業者等を自動車の取得者とみなして、自動車取得税を課する。
この場合において、当該販売業者等が、当該自動車について、同法第７条の規定による
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登録を受けたとき（当該登録前に第１項の規定の適用がある自動車の売買がされたとき
を除く。）、同法第６０条の規定による自動車検査証の交付を受けたとき（同法第５９
条第１項に規定する検査対象軽自動車に係る場合に限る。）又は同法第９７条の３の規
定による届出をしたときは、当該自動車の登録、自動車検査証の交付又は届出を当該運
行の用に供することとみなす。 

４ 法の施行地外で自動車を取得した者が、当該自動車を県内に持ち込んで運行の用に供
した場合（他の都道府県において当該自動車の取得に係る自動車取得税を課されている
場合を除く。）には、当該自動車を運行の用に供することを自動車の取得と、当該自動
車を運行の用に供する者を自動車の取得者とみなして、自動車取得税を課する。 

 （自動車取得税の課税標準） 
第８６条 自動車取得税の課税標準は、自動車の取得価額とする。 
２ 次に掲げる自動車の取得については、省令第８条の１４に規定するところにより算定 
 した金額（以下この条において「通常の取引価額」という。）を前項の取得価額とみな

す。 
 (１) 無償でされた自動車の取得 
 (２) 自動車を譲渡した者が親族その他当該自動車を取得した者と特殊の関係のある者

で施行令第４２条の５第１項に規定するものである場合その他特別の事情がある場合
における自動車の取得で当該自動車に係る通常の取引価額と異なる取得価額によるも
の 

 (３) 代物弁済に係る給付として又は交換若しくは民法第５５３条の負担付贈与（被相
続人から相続人以外の者に対してされた同法第１００２条第１項の負担付遺贈を含
む。）に係る財産の移転としてされた場合における自動車の取得 

 (４) 第８５条第３項又は第４項の規定により自動車の取得があったものとみなされる
場合における当該自動車の取得 

 （自動車取得税の税率） 
第８７条 自動車取得税の税率は、１００分の３とする。 
 （自動車取得税の徴収の方法） 
第８８条 自動車取得税の徴収については、申告納付の方法による。 
 （自動車取得税の申告納付） 
第８９条 自動車取得税の納税義務者は、次の各号に掲げる自動車の取得の区分に応じ、

当該各号に定める時又は日までに、省令第１６号の９様式によって、自動車取得税の課
税標準額及び税額その他必要な事項を記載した申告書を自動車税事務所長に提出すると
ともに、その申告した税額を納付しなければならない。 

 (１) 道路運送車両法第７条の規定による登録、同法第５９条の規定による検査（検査
対象軽自動車に係るものに限る。）又は同法第９７条の３の規定による届出がされる
自動車に係る自動車の取得 当該登録、検査又は届出の時 

 (２) 道路運送車両法第１３条の規定による登録を受けるべき自動車の取得 当該登録
を受けるべき事由があった日から１５日を経過する日（その日前に当該登録を受けた
ときは、当該登録の時） 

 (３) 前２号の自動車の取得以外の自動車の取得で、道路運送車両法第６７条第１項の
規定による自動車検査証の記入を受けるべき自動車の取得又は道路運送車両法施行規
則（昭和２６年運輸省令第７４号）第６３条の４第１項の規定による軽自動車届出済
証の記入を受けるべき自動車の取得 当該記入を受けるべき事由があった日から１５
日を経過する日（その日前に当該記入を受けたときは、当該記入の時） 

 (４) 前３号の自動車の取得以外の自動車の取得 当該自動車の取得の日から１５日を
経過する日 

２ 自動車取得税の納税義務者は、前項又は法第１２３条の規定により自動車取得税額 
 （当該自動車取得税額に係る延滞金額を含む。以下この項において同じ。）を納付する

場合には、これらの規定による申告書又は修正申告書に知事が指定した熊本県税証紙代
金収納計器（以下この条及び第１０５条において「収納計器」という。）により当該自
動車取得税額に相当する金額の収納印（規則で定める形式の印影をいう。以下この条及
び第１０５条第４項において同じ。）の表示を受ける方法により払い込まなければなら
ない。ただし、知事がやむを得ないと認めた場合は、当該自動車取得税額に相当する現
金を納付した後、規則で定める形式の納税済印の押印を受ける方法により払い込むこと
ができる。 

３ 前項の規定による収納印の表示は、知事が収納計器の取扱人として指定した者（次項
において「取扱人」という。）に行わせることができる。 

４ 知事は、第２項の規定により収納計器を指定し、又は前項の規定により取扱人を指定
したときは、直ちにこれを告示しなければならない。これらの指定を取り消したときも、
また同様とする。 

５ 第２項の収納印で著しく汚染し、又はき損したものは、無効とする。 
６ 前３項に規定するものを除くほか、収納計器の取扱いに関し必要な事項は、規則で定

める。 
 （自動車の取得の報告） 
第９０条 自動車の取得をした者は、その取得価額が１５０，０００円以下である場合又

は当該自動車の取得が法第１１５条第２項各号に掲げる自動車の取得である場合におい
ては、前条第１項各号に掲げる自動車の取得の区分に応じ、当該各号に掲げる時又は日
までに、省令第１６号の９様式によって、当該自動車の取得の事実に関し必要な事項を
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記載した報告書を自動車税事務所長に提出しなければならない。 
 （自動車取得税の減免） 
第９１条 知事は、次の各号のいずれかに該当する自動車の取得に対しては、当該自動車

の取得をした者の申請により、自動車取得税を軽減し、又は免除することができる。 
 (１) 日本赤十字社の救急自動車又は血液事業の用に供する自動車に係る自動車の取得 
 (２) 身体又は精神に障害があるため歩行が困難な身体障害者、戦傷病者、知的障害者

又は精神障害者で規則で定めるもの（以下この条及び第１０９条において「身体障害
者等」という。）の移動の用に供する自動車（自動車検査証又は自動車届出済証に事
業用と記載されているものを除く。以下この号において同じ。）に係る自動車の取得
で次に掲げるもの 

  ア 身体障害者等が運転する自動車に係る当該身体障害者等の自動車の取得 
  イ 身体障害者等の通学、通院、通所又は生業のために当該身体障害者等と生計を一

にする者が運転する自動車に係る当該身体障害者等の自動車の取得（身体障害者で
年齢１８才未満のもの又は知的障害者若しくは精神障害者と生計を一にする者の自
動車の取得を含む。） 

  ウ 身体障害者等（身体障害者等のみで構成される世帯の者に限る。以下このウにお
いて同じ。）の通学、通院、通所又は生業のために当該身体障害者等を常時介護す
る者が運転する自動車に係る当該身体障害者等の自動車の取得 

 (３) 構造上身体障害者等の利用に専ら供するためのものと認められる自動車に係る自
動車の取得（前号に該当する自動車の取得を除く。） 

 (４) 構造上身体障害者等の利用に供するためのものと認められる自動車に係る自動車
の取得（第２号に該当する自動車の取得を除く。） 

 (５) 専ら身体障害者等が運転するための構造変更がされた自動車（自動車検査証又は
自動車届出済証に事業用と記載されているものに限る。）に係る自動車の取得 

 (６) 医療法（昭和２３年法律第２０５号）第３１条に規定する公的医療機関（日本赤
十赤十字社を除く。）の救急自動車又は巡回診療の用に供する自動車に係る自動車の
取得 

２ 前項の規定により自動車取得税の減免を受けようとする者は、規則で定める申請書に
減免を必要とする理由を証明する書類を添付して自動車税事務所長又は課税地の地域振
興局長等を経由して知事に提出しなければならない。 

３ 第１項第２号の規定により自動車取得税の減免を受けようとする者は、前項の申請書
を提出する際に、道路交通法（昭和３５年法律第１０５号）第９２条の規定により交付
された身体障害者等又は身体障害者等と生計を一にする者若しくは身体障害者等（身体
障害者等のみで構成される世帯の者に限る。）を常時介護する者の運転免許証（第１０
９条第４項において「運転免許証」という。）及び規則で定める書類を提示しなければ
ならない。 

４ 知事は、第１項の規定により自動車取得税を減免する場合において、同項第１号から
第３号まで又は第６号に規定する自動車の取得に係る自動車取得税についてはその全額
を免除し、同項第４号又は第５号に規定する自動車の取得に係る自動車取得税について
はその税額から、当該自動車の取得に係る取得価額のうち身体障害者等の利用に供する
ため又は身体障害者等が運転するための構造変更に要した金額に当該自動車の取得に係
る自動車取得税の税率を乗じて得た額に相当する額を減額する。 

 第２章第７節の次に次の１節を加える。 
    第７節の２ 軽油引取税 
 （軽油引取税の納税義務者等） 
第９２条 軽油引取税は、法第１４４条第１項第３号に規定する特約業者（以下この節に

おいて「特約業者」という。）又は同項第２号に規定する元売業者（以下この節におい
て「元売業者」という。）からの同項第１号に規定する軽油（以下この節において「軽
油」という。）の引取り（特約業者の元売業者からの引取り及び元売業者の他の元売業
者からの引取りを除く。次項において同じ。）で当該引取りに係る軽油の現実の納入を
伴うものに対し、その数量を課税標準として、その引取りを行う者に課する。 

２ 前項の場合において、特約業者又は元売業者からの軽油の引取りを行う者が当該引取
りに係る軽油の現実の納入を受けない場合に当該軽油につき現実の納入を伴う引取りを
行う者があるときは、その者が当該納入の時に当該特約業者又は元売業者から当該納入
に係る軽油の引取りを行ったものとみなして、同項の規定を適用する。 

３ 軽油引取税は、前２項に規定する場合のほか、特約業者又は元売業者が法第１４４条
の２第３項に規定する燃料炭化水素油（以下この条において「燃料炭化水素油」という。）
を自動車の内燃機関の燃料として販売した場合においては、同項に規定する販売量を課
税標準として、当該特約業者又は元売業者に課する。 

４ 軽油引取税は、前３項に規定する場合のほか、特約業者又は元売業者以外の石油製品
の販売業者（以下この項、第９８条の３第２項第２号及び第９８条の１２第１項におい
て「石油製品販売業者」という。）が、軽油に軽油以外の炭化水素油（法第１４４条の
２第３項に規定する炭化水素油をいう。以下この条及び次条において同じ。）を混和し
若しくは軽油以外の炭化水素油と軽油以外の炭化水素油を混和して製造された軽油を販
売した場合又は燃料炭化水素油を自動車の内燃機関の燃料として販売した場合において
は、法第１４４条の２第４項に規定する販売量を課税標準として、当該石油製品販売業
者に課する。 

５ 軽油引取税は、前各項に規定する場合のほか、法第１４４条の２第５項に規定する自
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動車の保有者（以下この項において同じ。）が炭化水素油を自動車の内燃機関の燃料と
して消費した場合（当該自動車を道路において運行の用に供するため消費した場合に限
る。）においては、当該炭化水素油の消費に対し、同項に規定する消費量を課税標準と
して、当該自動車の保有者に課する。 

６ 軽油引取税は、前各項に規定する場合のほか、軽油引取税の特別徴収義務者がその特
別徴収の義務が消滅した時に軽油を所有している場合（特別徴収義務者が引渡しを行っ
た軽油につき現実の納入が行われていない場合を含む。）においては、法第１４４条の
２第６項の規定により算定した数量を課税標準として、その者に課する。 

 （軽油引取税のみなす課税） 
第９３条 軽油引取税は、前条に規定する場合のほか、次の各号に掲げる者の当該各号に

掲げる消費、譲渡又は輸入に対し、当該消費、譲渡又は輸入を同条第１項に規定する引
取りと、当該消費、譲渡又は輸入をする者を同項に規定する引取りを行う者とみなし、
その数量を課税標準として、それぞれ当該消費、譲渡又は輸入をする者に課する。 

 (１) 特約業者が軽油を自ら消費する場合における当該軽油の消費 
 (２) 元売業者が軽油を自ら消費する場合における当該軽油の消費 
 (３) 次条に規定する軽油の引取りを行った者が他の者に当該引取りに係る軽油を譲渡

する場合における当該軽油の譲渡 
 (４) 次条に規定する軽油の引取りを行った者が同条に規定する用途以外の用途に供す

るため当該引取りに係る軽油を自ら消費する場合における当該軽油の消費 
 (５) 特約業者及び元売業者以外の者が軽油の製造をして、当該製造に係る軽油を自ら

消費し、又は他の者に譲渡する場合における当該軽油の消費又は譲渡 
 (６) 特約業者及び元売業者以外の者が軽油の輸入をする場合における当該軽油の輸入 
２ 特約業者又は元売業者が軽油を使用して軽油以外の炭化水素油（自動車の内燃機関の

用に供することができると認められる炭化水素油で施行令第４３条の３に規定するもの
を除く。）を製造する場合における当該軽油の使用は、前項第１号又は第２号に掲げる
軽油の消費に含まれないものとする。 

３ 特約業者又は元売業者は、軽油を使用して軽油以外の炭化水素油を製造する場合（軽
油と軽油以外の炭化水素油を混和する場合を除く。）においては、あらかじめ、規則で
定める届出書を課税地の地域振興局長等に提出しなければならない。 

４ 第１項第３号に掲げる軽油の譲渡をしようとする者は、あらかじめ、省令第８条の２
８に規定する届出書を、第９８条の４第７項の規定により当該軽油に係る免税証を交付
した地域振興局長等に提出し、その承認を受けなければならない。 

 （免税証の交付があった場合等の軽油引取税の課税免除） 
第９４条 法第１４４条の６に規定する者が同条に規定する用途に供する軽油の引取りに

対しては、第９８条の４第７項の規定による免税証の交付があった場合若しくは法第１
４４条の２１第１項の規定による他の都道府県知事からの免税証の交付があった場合又
は第９８条の９第２項の規定による地域振興局長等の承認があった場合若しくは法第１
４４条の３１第４項若しくは第５項の規定による他の都道府県知事の承認があった場合
に限り、軽油引取税を課さないものとする。 

 （軽油引取税の税率） 
第９５条 軽油引取税の税率は、軽油１キロリットルにつき、１５，０００円とする。 
 （軽油引取税の徴収方法） 
第９６条 軽油引取税の徴収は、特別徴収の方法による。 
２ 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合における徴収は、それぞれ当該各号

に定める方法による。 
 (１) 第９２条第３項から第６項まで又は第９３条第１項の規定によって軽油引取税を

課する場合及び特別の必要があって知事が指定する場合 申告納付の方法 
 (２) 法第１４４条の２２第４項の規定により軽油引取税を課する場合（法第１４４条

の２５第５項において準用する場合を含む。） 普通徴収の方法 
 （軽油引取税の特別徴収義務者） 
第９７条 軽油引取税の特別徴収義務者は、次に掲げる者とする。 
 (１) 県内に事務所又は事業所を有する元売業者又は特約業者 
 (２) 県内に軽油を納入する元売業者又は特約業者 
２ 前項に定めるもののほか、地域振興局長等は、特に必要があると認める場合において

は、元売業者及び特約業者以外の者で軽油引取税の徴収について便宜を有する者を特別
徴収義務者として指定することができる。 

３ 第１項の特別徴収義務者が元売業者又は特約業者の指定を取り消された場合には、そ
の取消しの日に特別徴収義務者でなくなるものとする。 

 （軽油引取税の特別徴収義務者としての登録等） 
第９８条 前条第１項各号に掲げる者及び同条第２項の規定により指定された者は、事務

所又は事業所の事業を開始しようとする場合にはその５日前までに、事務所又は事業所
の事業を開始した後において特別徴収義務者として指定された場合にはその指定された
日の５日後までに、軽油を納入した場合にはその納入の日の属する月の翌月末日までに、
規則で定める様式により課税地の地域振興局長等に、特別徴収義務者としての登録を申
請しなければならない。ただし、既に特別徴収義務者としての登録がされている場合に
おいては、この限りでない。 

２ 地域振興局長等は、前項の登録の申請を受理した場合には、当該特別徴収義務者を登
録特別徴収義務者として登録するとともに、その旨を当該特別徴収義務者に対し通知す
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るものとする。 
３ 登録特別徴収義務者（前項の規定により登録を受けた特別徴収義務者をいう。以下こ

の条及び第９８条の３において同じ。）は、登録をした事項に変更を生じた場合におい
ては、規則で定める様式により課税地の地域振興局長等に、遅滞なく、登録の変更の申
請をしなければならない。 

４ 地域振興局長等は、登録特別徴収義務者から規則で定める様式により登録の消除の申
請があったとき又は当該登録特別徴収義務者が特別徴収義務者でなくなったときは、遅
滞なく、当該登録特別徴収義務者の登録を消除するものとする。 

５ 地域振興局長等は、登録特別徴収義務者が次の各号のいずれにも該当することとなっ
たときは、当該登録特別徴収義務者の登録を消除することができる。 

 (１) 当該登録特別徴収義務者の事務所又は事業所が県内に所在しなくなったこと。 
 (２) 県内において１年以上当該登録特別徴収義務者からの軽油の納入が行われないこ

と。 
６ 地域振興局長等は、登録特別徴収義務者の登録を消除したときは、遅滞なく、その旨

を当該消除に係る者に対し通知するものとする。 
 （特別徴収義務者としての証票の交付等） 
第９８条の２ 地域振興局長等は、前条第１項の登録の申請を受理した場合には、その申

請をした者のうち県内に事務所又は事業所を有するものに対し、その者の県内に所在す
る事務所又は事業所ごとに、その者が軽油引取税を徴収すべき義務を課せられた者であ
ることを証する証票を交付するものとする。 

２ 前項の証票の交付を受けた者は、これを事務所又は事業所の公衆の見やすい箇所に掲
示しなければならない。 

３ 第１項の証票は、他人に貸し付け、又は譲り渡してはならない。 
４ 第１項の証票の交付を受けた者は、軽油引取税の特別徴収の義務が消滅した場合又は

事務所若しくは事業所を廃止した場合には、その消滅し、又は廃止した日から１０日以
内に当該証票をその交付を受けた地域振興局長等に返さなければならない。 

 （軽油引取税の申告納入又は申告納付の手続） 
第９８条の３ 軽油引取税の特別徴収義務者は、毎月末日までに、前月の初日から末日ま

での間において徴収すべき軽油引取税に係る課税標準たる数量（以下この条において 
 「課税標準量」という。）及び税額並びに法第１４４条の５又は第９４条の規定によっ

て軽油引取税を課さないこととされる引取りに係る軽油の数量その他必要な事項を記載
した納入申告書を課税地の地域振興局長等に提出し、及びその申告した税額を納入しな
ければならない。 

２ 第９６条第２項第１号の規定によって軽油引取税を申告納付すべき納税者は、次に定
める申告書を課税地の地域振興局長等に提出し、及びその申告した税額を納付しなけれ
ばならない。 

 (１) 第９２条第３項に該当する特約業者又は元売業者にあっては、毎月末日までに、
前月の初日から末日までの間における当該販売に係る軽油引取税の課税標準量、税額
その他必要な事項を記載した申告書 

 (２) 第９２条第４項に該当する石油製品販売業者にあっては、毎月末日までに、前月
の初日から末日までの間における当該販売に係る軽油引取税の課税標準量、税額その
他必要な事項を記載した申告書 

 (３) 第９２条第５項に該当する自動車の保有者にあっては、毎月末日までに、前月の
初日から末日までの間における当該消費に係る軽油引取税の課税標準量、税額その他
必要な事項を記載した申告書 

 (４) 第９２条第６項に該当する者にあっては、その者に係る特別徴収の義務が消滅し
た日の属する月の翌月の末日までに、その所有に係る軽油に係る軽油引取税の課税標
準量、税額その他必要な事項を記載した申告書 

 (５) 第９３条第１項第１号、第２号又は第５号に掲げる者にあっては、毎月末日まで
に、前月の初日から末日までの間における当該消費又は譲渡に係る軽油引取税の課税
標準量、税額その他必要な事項を記載した申告書 

 (６) 第９３条第１項第３号又は第４号に掲げる者にあっては、当該消費又は譲渡をし
た日から３０日以内に当該消費又は譲渡に係る軽油引取税の課税標準量、税額その他
必要な事項を記載した申告書 

 (７) 第９３条第１項第６号に掲げる者にあっては、当該軽油の輸入の時までに、当該
輸入に係る軽油引取税の課税標準量、税額その他必要な事項を記載した申告書 

３ 第１項の課税標準量は、引取りに係る軽油の数量から、特約業者からの引取りに係る
軽油については当該軽油の数量に１００分の１を乗じて得た数量を控除した数量とし、
元売業者からの引取りに係る軽油については当該軽油の数量に１００分の０．３を乗じ
て得た数量を控除した数量とする。 

４ 第１項の場合において、法第１４４条の５又は第９４条の規定によって軽油引取税を
課さないこととされる引取りに係る軽油の数量については、省令第８条の３７に規定す
るところにより、登録特別徴収義務者は、次条第７項に規定する免税証その他当該数量
を証するに足りる書面を添付して、課税地の地域振興局長等の承認を受けなければなら
ない。 

５ 登録特別徴収義務者は、第１項に規定する期間について納入すべき軽油引取税額がな
い場合においても、同項及び前項の規定に準じて納入申告書を提出しなければならない。 

 （軽油引取税に係る免税の手続） 
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第９８条の４ 法第１４４条の６に規定する用途に供するため、同条の規定によってその
引取りについて軽油引取税を課さないこととされる軽油（以下この節において「免税軽
油」という。）の引取りを行おうとする同条に規定する者（以下この条、第９８条の９
及び第９８条の１２第２項第３号において「免税軽油使用者」という。）は、免税軽油
使用者であることを証する書面（以下この条及び次条において「免税軽油使用者証」と
いう。）の交付を受けようとする場合においては、法第１４４条の２１第２項に規定す
る申請書を、免税証（免税軽油の引取りであることを証する書面をいう。以下この節に
おいて同じ。）の交付を受けようとする地域振興局長等に提出しなければならない。 

２ 地域振興局長等は、前項の申請書の提出があった場合において、免税軽油使用者が引
取りを行おうとする免税軽油の用途が法第１４４条の６に規定する用途に該当しないと
きその他施行令第４３条の１５第１５項に定めるときを除き、当該免税軽油使用者に対
し、免税軽油使用者証を交付するものとする。 

３ 免税軽油使用者は、免税軽油使用者証の交付を受けた後において、当該免税軽油使用
者証の記載事項に変更を生じた場合には、遅滞なく、その交付を受けた地域振興局長等
に申請して当該免税軽油使用者証の書換えを受けなければならない。 

４ 免税軽油使用者は、免税証の交付を受けようとする場合においては、免税軽油使用者
証を提示して法第１４４条の２１第１項に規定する申請書を免税軽油使用者の当該免税
軽油の使用に係る事務所又は事業所所在地の地域振興局長等に提出しなければならない。
ただし、免税軽油使用者は、特別の事情によりこれにより難い場合にあっては、その主
たる事務所若しくは事業所所在地の地域振興局長等又は当該免税軽油の使用に係る事務
所若しくは事業所を管理する事務所若しくは事業所所在地の地域振興局長等に免税証の
交付を申請することができる。 

５ 前項に規定する申請書に記載する免税軽油の数量は、１８リットルを下らないように
するものとする。 

６ 第４項の規定による申請は、２人以上の免税軽油使用者が引取りを行おうとする免税
軽油の数量をとりまとめ、その代表者からすることができる。この場合において、当該
代表者は、それぞれの者の免税軽油使用者証を提示するとともに、第４項の申請書に免
税軽油使用者ごとに記名押印した明細書を添付しなければならない。 

７ 地域振興局長等は、第４項の申請書の提出があった場合において、免税軽油使用者が
引取りを行おうとする軽油の数量がその用途及び使用期間に照らし適当でないと認める
ときその他施行令第４３条の１５第１６項に定めるときを除き、当該免税軽油使用者に
対し、当該軽油の数量に相当する軽油の数量の引取りを行うため必要とする免税証を交
付するものとする。 

８ 免税軽油使用者は、前項の免税証に記載された販売業者から免税軽油の引取りを行う
ものとする。ただし、免税軽油使用者が当該販売業者の事務所又は事業所所在地以外の
地において軽油の引取りを行う必要が生じたことその他やむを得ない理由がある場合に
おいては、他の販売業者から免税軽油の引取りを行うことができる。 

９ 前項ただし書の場合において、免税軽油使用者は、他の販売業者から免税軽油の引取
りを行うときは、当該免税証に記名押印しなければならない。 

１０ 免税軽油使用者証の交付を受けた者が地方税に関する法令の規定に違反したときそ
の他軽油引取税の取締り又は保全上特に必要があると認めるときは、当該免税軽油使用
者証を交付した地域振興局長等は、当該免税軽油使用者証及び当該免税軽油使用者証の
提示を受けて交付した免税証の返納を命ずることができる。 

１１ 免税軽油使用者証の有効期間は３年以内において地域振興局長等が免税軽油使用者
ごとに定めた期間とし、免税証の有効期間は免税証を交付した日から１年以内において
地域振興局長等が免税軽油使用者ごとに定めた期間とする。 

 （免税軽油の引取り等に係る報告義務） 
第９８条の５ 免税軽油使用者証の交付を受けた者は、毎月末日までに（次項から第４項

までの規定により異なる提出期限が定められている場合には、当該期限までに）、法第
１４４条の２７第１項に規定する報告書（以下この条において「免税軽油引取等報告書」
という。）を当該免税軽油使用者証を交付した地域振興局長等に提出しなければならな
い。ただし、前月の初日から末日までの間を通じて、当該免税軽油使用者証の交付を受
けた者が当該免税軽油使用者証を提示して交付を受けた免税証を有せず、かつ、当該免
税軽油使用者証に係る報告対象免税軽油（免税軽油使用者証を提示して交付を受けた免
税証により引取りを行った免税軽油をいう。次項において同じ。）を保有していない場
合は、この限りでない。 

２ 引取りを行う当該免税軽油使用者証に係る報告対象免税軽油の数量が少量であること
その他の特別の事情があると認められる免税軽油使用者証の交付を受けた者で規則で定
めるものは、前項の規定にかかわらず、免税証の有効期間の末日の属する月の末日まで
に、直近の免税軽油引取等報告書を提出した日の属する月の初日（前条第４項に規定す
る免税証の交付申請（以下この条において「免税証交付申請」という。）を新たに行っ
た場合にあっては、当該交付申請により交付を受けた免税証の有効期間の初日）から免
税証の有効期間の末日の属する月の前月の末日までの免税軽油引取等報告書を提出しな
ければならない。 

３ 前項に規定する免税軽油引取等報告書の提出期限前に免税証交付申請を行う場合にあ
っては、前項の規定にかかわらず、免税証交付申請の日までに、当該申請の日の属する
月の前月の末日までの免税軽油引取等報告書を提出するものとする。 

４ 第２項の規定の適用を受ける場合において、免税軽油引取等報告書の提出期限までに
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免税証交付申請が行われない場合の当該提出期限後における免税軽油引取等報告書の提
出期限は、毎月末日とする。ただし、当該提出期限後に免税証交付申請が行われた場合
は、この限りでない。 

 （軽油引取税の徴収猶予の申請） 
第９８条の６ 軽油引取税の特別徴収義務者は、法第１４４条の２９第１項の規定による

軽油引取税に係る徴収猶予を受けようとする場合においては、規則で定める申請書に、
徴収猶予を必要とする理由を証するに足りる書類を添付して課税地の地域振興局長等に
提出するとともに、申請に係る金額に相当する担保を提供しなければならない。 

２ 地域振興局長等は、前項の申請書の提出があった場合において、軽油引取税の特別徴
収義務者が軽油の代金及び軽油引取税の全部又は一部を第９８条の３第１項の納期限ま
でに受け取ることができなかったことにより、その納入すべき軽油引取税に係る徴収金
の全部又は一部を納入することができないと認めるときは、その納入することができな
いと認められる金額を限度として、２月以内の期間を限ってその徴収を猶予するものと
する。 

 （軽油引取税の徴収不能額等の還付又は納入義務の免除の手続等） 
第９８条の７ 軽油引取税の特別徴収義務者は、法第１４４条の３０の規定により軽油引

取税の徴収不能額等の還付又は納入義務の免除を受けようとする場合においては、規則
で定める申請書に、その理由を証するに足りる書類を添付して課税地の地域振興局長等
に提出しなければならない。 

２ 地域振興局長等は、前項の申請書の提出があった場合において、軽油引取税の特別徴
収義務者が軽油の代金及び軽油引取税の全部又は一部を受け取ることができなくなった
ことについて正当な事由があると認めるとき、又は徴収した軽油引取税を失ったことに
ついて天災その他避けることのできない事由があるものと認めるときは、その軽油引取
税額が既に納入されているときはこれに相当する額を還付し、前条第２項の規定により
徴収猶予をしているとき、その他その軽油引取税額がまだ納入されていないときはその
納入の義務を免除するものとする。 

３ 前項の規定により、軽油引取税額に相当する額を還付する場合において、還付を受け
る特別徴収義務者の未納に係る徴収金があるときは、当該還付すべき額をこれに充当す
るものとする。 

 （軽油を返還した場合における措置） 
第９８条の８ 軽油引取税の特別徴収義務者は、法第１４４条の３１第１項の規定により

軽油の引取りが行われなかったものとみなされる場合においては、当該軽油が返還され
た日から１月以内に、規則で定める事項を課税地の地域振興局長等に届け出なければな
らない。 

２ 軽油引取税の特別徴収義務者は、法第１４４条の３１第１項の規定により、納入した
軽油引取税額のうち当該返還された軽油に対応する部分の税額及びこれに係る徴収金の
還付を受けようとする場合においては、規則で定める申請書を課税地の地域振興局長等
に提出しなければならない。 

３ 前２項の場合においては、当該特別徴収義務者は、その返還があったこと及びその数
量を証するに足りる書類を添付しなければならない。 

 （免税軽油以外の軽油の引取り後において当該軽油を免税用途に供した場合の措置） 
第９８条の９ 免税軽油使用者は、免税軽油以外の軽油の引取りを行ってこれを免税用途

に供した場合において、法第１４４条の３１第４項又は第５項の規定により免税証を交
付した地域振興局長等の承認を受けようとするときは、規則で定める申請書に、その事
実を証する書類を添付して当該地域振興局長等に提出しなければならない。 

２ 地域振興局長等は、前項の規定による申請を承認した場合は、規則で定める承認書を
当該免税軽油使用者に交付するものとする。 

第９８条の１０ 軽油引取税の特別徴収義務者は、法第１４４条の３１第４項又は第５項
の規定により、免税用途に供した軽油に係る軽油引取税額の納入の免除又は免税用途に
供した軽油に対応する部分の税額及びこれに係る徴収金の還付を受けようとする場合に
おいては、規則で定める申請書を課税地の地域振興局長等に提出しなければならない。 

２ 前項の申請書には、前条第２項の免税証を交付した地域振興局長等の承認書を添付し
なければならない。 

 （軽油の引取りの報告等） 
第９８条の１１ 元売業者、特約業者及び軽油製造業者等は、毎月末日までに、法第１４

４条の３５第１項に規定する事項を、課税地の地域振興局長等に報告しなければならな
い。 

２ 前項に規定する者以外の者は、軽油の製造をした場合には、当該製造をした日から３
０日以内に法第１４４条の３５第２項に規定する事項を、課税地の地域振興局長等に報
告しなければならない。 

３ 前２項に規定する者は、これらの規定により報告した事項に異動を生じた場合には、
遅滞なく、その旨をこれらの規定に規定する地域振興局長等に報告しなければならない。 

４ 第９２条第１項又は第２項に規定する軽油の引取りを行った者は、その事務所又は事
業所ごとに法第１４４条の３５第６項に規定する書類を、当該引取りに係る特別徴収義
務者に対し提出しなければならない。 

５ 前項の特別徴収義務者は、法第１４４条の３５第７項に規定するところにより、前項
の規定により提出を受けた書類を保存しなければならない。 

 （帳簿記載義務） 
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第９８条の１２ 元売業者、特約業者、石油製品販売業者及び軽油製造業者等は、事務所
又は事業所ごとに帳簿を備え、法第１４４条の３６に規定する事項及び知事が必要と認
める事項をこれに記載しなければならない。 

２ 第９８条の４第８項本文に規定する販売業者及び同項ただし書に規定する販売業者
（以下この条において「販売業者」という。）は、その事務所又は事業所ごとに規則で
定める帳簿を備え、次に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、販売業者のう
ち法第１４４条の２１第８項に規定する免税取扱特別徴収義務者は、第２号に掲げる事
項の記載を要しない。 

 (１) 免税軽油の引取りを依頼した免税軽油使用者の住所及び氏名又は名称並びに施行
令第４３条の１５第１項に規定する免税機械等の明細 

 (２) 引取りを行った免税軽油の数量及びその引取りの年月日並びに当該引取りについ
て軽油引取税の特別徴収義務者に提出した免税証の種類及び数量 

 (３) 第１号に掲げる免税軽油使用者に引渡しを行った免税軽油の数量及びその引渡し
の年月日並びに当該免税軽油使用者が提出した免税証の種類及び数量 

 (４) 前各号に掲げるものを除くほか、知事が必要と認める事項 
３ 販売業者は、前項の規定により備え付けるべき帳簿の全部又は一部について、自己が

最初の記録段階から一貫して電子計算機を使用して作成する場合であって、地域振興局
長等の承認を受けたときは、規則で定めるところにより、当該承認を受けた帳簿に係る
電磁的記録の備付けをもって当該承認を受けた帳簿の備付けに代えることができる。 

 第１０５条第３項中「（昭和２６年法律第１８５号）」を削り、同条第４項中「熊本県
税証紙代金収納計器（知事が指定した計器で規則で定める形式の印影を生ずべき印（以下
「収納印」という。）を付したものをいう。以下「収納計器」という。）」を「収納計器」
に改め、「金額の」の次に「収納印の」を加え、「自動車税額」を「当該自動車税額」に、
「規則で」を「、規則で」に、「押す」を「押印する」に改め、同条第６項を次のように
改める。 
６ 第４項の収納計器の取扱いについては、第８９条第３項から同条第６項までの規定を

準用する。 
 第１０５条中第７項から第９項までを削る。 
 第１０９条第１項中「一に該当する」を「いずれかに該当する」に改め、同項第４号中 
「財団法人結核予防会」の次に「（昭和１４年５月２２日に財団法人結核予防会という名
称で設立された法人をいう。）」を加え、同項第５号中「身体に障害を有し歩行が困難な
者で規則で定めるもの（以下「身体障害者」という。）又は精神に障害を有し歩行が困難
な者で規則で定めるもの（以下「精神障害者」という。）」を「身体障害者等」に改め、
「除く。」の次に「以下この号において同じ。」を加え、「身体障害者又は精神障害者（以
下「身体障害者等」という。）」を「身体障害者等」に改め、同号イ中「未満のもの又は」
の次に「知的障害者若しくは」を加え、同項第７号中「医療法（昭和２３年法律第２０５
号）第３１条に規定する厚生労働大臣の定める者の開設する病院又は診療所（以下「公的
医療機関」という。日本赤十字社を除く。）」を「医療法第３１条に規定する公的医療機
関（日本赤十字社を除く。）」に改め、同条第３項中「知事が」を削り、「、規則で定め
る書類」を「規則で定める書類」に改め、同条第４項中「道路交通法（昭和３５年法律第
１０５号）第９２条の規定により交付された身体障害者等又は身体障害者等と生計を一に
する者若しくは身体障害者等（身体障害者等のみで構成される世帯の者に限る。）を常時
介護する者の運転免許証（以下第１２９条の１２第３項において「運転免許証」という。）」
を「運転免許証」に改める。 
 第３章第１節及び第２節を次のように改める。 
    第１節及び第２節 削除 
第１２９条の２から第１４４条まで 削除 
 附則第７条の２中「平成２１年３月３１日」を「平成２４年３月３１日」に改める。 
 附則第８条の２の次に次の３条を加える。 
  （自動車取得税の税率の特例等） 
第８条の３ 国の行政機関の作成した計画に基づく政府の補助を受けて、道路運送法第３

条第１号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業を経営する者が、地域住民の生活に
必要な路線で輸送人員の減少等により運行の維持が困難になっているものの運行の用に
供する一般乗合用のバスとして省令附則第４条の４第１項に規定するものを取得した場
合においては、当該取得が平成２２年３月３１日までに行われたときに限り、第８４条
第１項の規定にかかわらず、当該自動車の取得に対しては、自動車取得税を課さないも
のとする。 

２ 第６項に規定する電気自動車、第７項各号に掲げる天然ガス自動車、第８項に規定す
る充電機能付電力併用自動車、第９項各号に掲げる電力併用自動車又は第１０項第３号
に掲げる軽油自動車で初めて新規登録等（道路運送車両法第７条の規定による登録又は
同法第５９条の規定による検査（検査対象軽自動車に係るものに限る。）をいう。以下
この条において同じ。）を受けるものの取得が平成２４年３月３１日までに行われた場
合においては、第８４条第１項の規定にかかわらず、当該自動車の取得に対しては、自
動車取得税を課さないものとする。 

３ 自家用の自動車（第８４条第１項の自動車をいう。以下この条において同じ。）で軽
自動車（道路運送車両法第３条の軽自動車をいう。）以外のものの取得に対して課する
自動車取得税の税率は、当該取得が平成３０年３月３１日までに行われたときに限り、
第８７条の規定にかかわらず、１００分の５とする。 
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４ 第１０項第１号若しくは第２号に掲げる軽油自動車又は第１２項に規定する第一種省
エネルギー自動車で初めて新規登録等を受けるものの取得（第２項の規定の適用がある
場合の自動車の取得を除く。）に対して課する自動車取得税の税率は、当該取得が平成
２４年３月３１日までに行われたときに限り、第８７条及び前項の規定にかかわらず、
当該取得についてこの項の規定の適用がないものとした場合に適用されるべき同条又は
前項に定める率に４分の１を乗じて得た率とする。 

５ 次に掲げる自動車で初めて新規登録等を受けるものの取得（第２項又は前項の規定の
適用がある場合の自動車の取得を除く。）に対して課する自動車取得税の税率は、当該
取得が平成２４年３月３１日までに行われたときに限り、第８７条及び第３項の規定に
かかわらず、当該取得についてこの項の規定の適用がないものとした場合に適用される
べき同条又は第３項に定める率に２分の１を乗じて得た率とする。 

 (１) 道路運送車両法第４０条第３号に規定する車両総重量（以下この条において「車
両総重量」という。）が３．５トンを超える軽油自動車（軽油を内燃機関の燃料とす
る自動車をいう。第１０項において同じ。）のうち、次のいずれにも該当するもので
省令附則第４条の４第２項に規定するもの 

  ア 道路運送車両法第４１条の規定により平成１７年１０月１日以降に適用されるべ
きものとして定められた自動車排出ガスに係る保安上又は公害防止その他の環境保
全上の技術基準（以下この条において「排出ガス保安基準」という。）で省令附則
第４条の４第３項に規定する基準（以下この号において「平成１７年重量車排出ガ
ス保安基準」という。）に適合すること。 

  イ 窒素酸化物又は粒子状物質の排出量が平成１７年重量車排出ガス保安基準に定め
る窒素酸化物又は粒子状物質の値の１０分の９を超えないこと。 

  ウ エネルギーの使用の合理化に関する法律（昭和５４年法律第４９号）第８０条第
１号に規定するエネルギー消費効率（以下この条において「エネルギー消費効率」
という。）が同法第７８条第１項の規定により定められる製造事業者等の判断の基
準となるべき事項を勘案して省令附則第４条の４第４項に規定するエネルギー消費
効率（以下この条において「基準エネルギー消費効率」という。）以上であること。 

 (２) 第１３項に規定する第二種省エネルギー自動車 
６ 電気自動車（電気を動力源とする自動車で省令附則第４条の４第５項に規定するもの

をいう。）で初めて新規登録等を受けるもの以外の電気自動車の取得に対して課する自
動車取得税の税率は、当該取得が平成２４年３月３１日までに行われたときに限り、第
８７条及び第３項の規定にかかわらず、当該取得についてこの項の規定の適用がないも
のとした場合に適用されるべき同条又は第３項に定める率から１００分の２．７を控除
した率とする。 

７ 次に掲げる天然ガス自動車（専ら可燃性天然ガスを内燃機関の燃料として用いる自動
車で省令附則第４条の４第６項に規定するものをいう。以下この項において同じ。）で
初めて新規登録等を受けるもの以外の天然ガス自動車の取得に対して課する自動車取得
税の税率は、当該取得が平成２４年３月３１日までに行われたときに限り、第８７条及
び第３項の規定にかかわらず、当該取得についてこの項の規定の適用がないものとした
場合に適用されるべき同条又は第３項に定める率から１００分の２．７を控除した率と
する。 

 (１) 車両総重量が３．５トン以下の天然ガス自動車のうち、道路運送車両法第４１条
の規定により平成１７年１０月１日以降に適用されるべきものとして定められた排出
ガス保安基準で省令附則第４条の４第７項に規定するもの（以下この号において「平
成１７年天然ガス軽量車基準」という。）に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平
成１７年天然ガス軽量車基準に定める窒素酸化物の値の４分の１を超えないもので省
令附則第４条の４第８項に規定するもの 

 (２) 車両総重量が３．５トンを超える天然ガス自動車のうち、道路運送車両法第４１
条の規定により平成１７年１０月１日以降に適用されるべきものとして定められた排
出ガス保安基準で省令附則第４条の４第９項に規定するもの（以下この号において 

  「平成１７年天然ガス重量車基準」という。）に適合し、かつ、窒素酸化物の排出量
が平成１７年天然ガス重量車基準に定める窒素酸化物の値の１０分の９を超えないも
ので省令附則第４条の４第１０項に規定するもの 

８ 充電機能付電力併用自動車（次項に規定する電力併用自動車のうち、動力源として用
いる電気を外部から充電する機能を備えているもので省令附則第４条の４第１１項に規
定するものをいう。）で初めて新規登録等を受けるもの以外の充電機能付電力併用自動
車の取得（前項の規定の適用がある場合の自動車の取得を除く。）に対して課する自動
車取得税の税率は、当該取得が平成２４年３月３１日までに行われたときに限り、第８
７条及び第３項の規定にかかわらず、当該取得についてこの項の規定の適用がないもの
とした場合に適用されるべき同条又は第３項に定める率から１００分の２．４を控除し
た率とする。 

９ 次に掲げる電力併用自動車（内燃機関を有する自動車で併せて電気その他の省令附則
第４条の４第１２項に規定するものを動力源として用いるものであつて、廃エネルギー
を回収する機能を備えていることにより大気汚染防止法（昭和４３年法律第９７号）第
２条第１４項に規定する自動車排出ガスの排出の抑制に資するもので省令附則第４条の
４第１３項に規定するものをいう。以下この項において同じ。）で初めて新規登録等を
受けるもの以外の電力併用自動車の取得（前２項の規定の適用がある場合の自動車の取
得を除く。）に対して課する自動車取得税の税率は、当該取得が平成２４年３月３１日
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までに行われたときに限り、第８７条及び第３項の規定にかかわらず、当該取得につい
てこの項の規定の適用がないものとした場合に適用されるべき同条又は第３項に定める
率から１００分の１．６（当該電力併用自動車がバス又はトラックである場合にあって
は、１００分の２．７）を控除した率とする。 

 (１) 車両総重量が３．５トン以下の電力併用自動車のうち、次のいずれにも該当する
もので省令附則第４条の４第１４項に規定するもの 

  ア 道路運送車両法第４１条の規定により平成１７年１０月１日以降に適用されるべ
きものとして定められた排出ガス保安基準で省令附則第４条の４第１５項に規定す
るもの（以下この号において「平成１７年電力併用軽量車基準」という。）に適合
すること。 

  イ 窒素酸化物の排出量が平成１７年電力併用軽量車基準に定める窒素酸化物の値の
４分の１を超えないこと。 

  ウ エネルギー消費効率が基準エネルギー消費効率に１００分の１２５を乗じて得た
数値以上であること。 

 (２) 車両総重量が３．５トンを超える電力併用自動車のうち、次のいずれにも該当す
るもので省令附則第４条の４第１６項に規定するもの 

  ア 道路運送車両法第４１条の規定により平成１７年１０月１日以降に適用されるべ
きものとして定められた排出ガス保安基準で省令附則第４条の４第１７項に規定す
るもの（以下この号において「平成１７年電力併用重量車基準」という。）に適合
すること。 

  イ 窒素酸化物又は粒子状物質の排出量が平成１７年電力併用重量車基準に定める窒
素酸化物又は粒子状物質の値の１０分の９を超えないこと。 

  ウ エネルギー消費効率が基準エネルギー消費効率以上であること。 
１０ 次に掲げる軽油自動車で初めて新規登録等を受けるもの以外の軽油自動車の取得

（前３項、第１２項又は第１３項の規定の適用がある場合の自動車の取得を除く。）に
対して課する自動車取得税の税率は、当該取得が平成２２年３月３１日までに行われた
ときに限り、第８７条及び第３項の規定にかかわらず、当該取得についてこの項の規定
の適用がないものとした場合に適用されるべき同条又は第３項に定める率から、第１号
に掲げる軽油自動車にあっては１００分の２（当該取得が平成２１年１０月１日から平
成２２年３月３１日までの間に行われた場合にあっては、１００分の１）を、第２号に
掲げる軽油自動車にあっては１００分の２を、第３号に掲げる軽油自動車にあっては１
００分の１（当該取得が平成２１年１０月１日から平成２２年３月３１日までの間に行
われた場合にあっては、１００分の０．５）をそれぞれ控除した率とする。 

 (１) 車両総重量が１２トンを超える軽油自動車のうち、道路運送車両法第４１条の規
定により平成２１年１０月１日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス
保安基準で省令附則第４条の４第１８項に規定するものに適合し、かつ、エネルギー
消費効率が基準エネルギー消費効率以上のもので省令附則第４条の４第１９項に規定
するもの 

 (２) 車両総重量が３．５トンを超え１２トン以下の軽油自動車のうち、道路運送車両
法第４１条の規定により平成２２年１０月１日以降に適用されるべきものとして定め
られた排出ガス保安基準で省令附則第４条の４第２０項に規定するものに適合し、か
つ、エネルギー消費効率が基準エネルギー消費効率以上のもので省令附則第４条の４
第２１項に規定するもの 

 (３) 車両総重量が３．５トン以下の軽油自動車で省令附則第４条の４第２２項に規定
するもののうち、道路運送車両法第４１条の規定により平成２１年１０月１日以降に
適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で省令附則第４条の４第２３
項に規定するものに適合するもの 

１１ 自動車の取得が平成３０年３月３１日までに行われた場合における第９０条の規定
の適用については、同条中「１５０，０００円」とあるのは、「５００，０００円」と
する。 

１２ 第一種省エネルギー自動車（エネルギー消費効率が基準エネルギー消費効率に１０
０分の１２５を乗じて得た数値以上の自動車のうち、窒素酸化物の排出量が道路運送車
両法第４１条の規定により平成１７年１０月１日以降に適用されるべきものとして定め
られた排出ガス保安基準に定める窒素酸化物の値で省令附則第４条の４第２４項に規定
するもの（次項において「平成１７年窒素酸化物排出許容限度」という。）の４分の１
を超えないもので省令附則第４条の４第２５項に規定するものをいう。）で初めて新規
登録等を受けるもの以外の第一種省エネルギー自動車の取得（第６項から第９項までの
規定の適用がある場合の自動車の取得を除く。）に係る第８６条第１項の規定の適用に
ついては、当該取得が平成２２年３月３１日までに行われたときに限り、同項中「取得
価額」とあるのは、「取得価額から３００，０００円を控除して得た額」とする。 

１３ 第二種省エネルギー自動車（エネルギー消費効率が基準エネルギー消費効率に１０
０分の１１５を乗じて得た数値以上の自動車のうち、窒素酸化物の排出量が平成１７年
窒素酸化物排出許容限度の４分の１を超えないもので省令附則第４条の４第２６項に規
定するものをいう。）で初めて新規登録等を受けるもの以外の第二種省エネルギー自動
車の取得（第６項から第９項まで又は前項の規定の適用がある場合の自動車の取得を除
く。）に係る第８６条第１項の規定の適用については、当該取得が平成２２年３月３１
日までに行われたときに限り、同項中「取得価額」とあるのは、「取得価額から１５０，
０００円を控除して得た額」とする。 
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１４ 前２項の規定は、第８９条第１項又は法第１２３条の規定により提出される申告書
又は修正申告書に、当該自動車の取得につき前２項の規定の適用を受けようとする旨そ
の他の省令附則第４条の４第２７項に規定する事項の記載がある場合に限り、適用する。 

 （軽油引取税の課税免除の特例） 
第８条の４ 平成２４年３月３１日までに行われる法附則第１２条の２の４第１項各号に

掲げる軽油の引取りに対しては、第９２条第１項及び第２項の規定にかかわらず、次項
において読み替えて準用する第９８条の４第７項の規定による免税証の交付があった場
合若しくは法附則第１２条の２の４第２項において読み替えて準用する法第１４４条の
２１第１項の規定による他の都道府県知事からの免税証の交付があった場合又は次項に
おいて読み替えて準用する第９８条の９第２項の規定による承認があった場合若しくは
法附則第１２条の２の４第２項において読み替えて準用する法第１４４条の３１第４項
若しくは第５項の規定による他の都道府県知事の承認があった場合に限り、軽油引取税
を課さないものとする。 

２ 第９８条の４、第９８条の５、第９８条の９及び第９８条の１０の規定は、前項の規
定によって軽油引取税を課さないこととされる軽油の引取りについて準用する。この場
合において、第９８条の４第１項中「法第１４４条の６に規定する」とあるのは「法附
則第１２条の２の４第１項各号に掲げる」と、「同条の」とあるのは「同項の」と、「同
条に規定する」とあるのは「同項各号に掲げる」と、同条第２項中「法第１４４条の６
に規定する」とあるのは「法附則第１２条の２の４第１項各号に掲げる」と、第９８条
の９第１項及び第９８条の１０第１項中「法第１４４条の３１第４項又は第５項」とあ
るのは「法附則第１２条の２の４第２項において読み替えて準用する法第１４４条の３
１第４項又は第５項」と読み替えるものとする。 

３ 前２項の場合における第９３条、第９６条、第９８条の３及び第９８条の６の規定の
適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同
表の右欄に掲げる字句とする。 

第９３条第１項第３号

及び第４号 
次条 次条又は法附則第１２条の２の

４第１項 

第９３条第１項第４号 同条 これらの規定 

第９３条第４項 第９８条の４第７項 第９８条の４第７項（附則第８

条の４第２項において読み替え

て準用する場合を含む。） 

第９６条第２項第１号 第９３条第１項 第９３条第１項（附則第８条の

４第３項の規定により読み替え

て適用される場合を含む。） 

第９８条の３第１項及

び第４項 
第９４条 第９４条若しくは附則第８条の

４第１項 

第９８条の３第２項第

６号 
第９３条第１項第３号又

は第４号 
第９３条第１項第３号又は第４

号（附則第８条の４第３項の規

定により読み替えて適用される

場合を含む。） 

第９８条の３第４項 次条第７項 次条第７項（附則第８条の４第

２項において読み替えて準用す

る場合を含む。） 

第９８条の６第２項 第９８条の３第１項 第９８条の３第１項（附則第８

条の４第３項の規定により読み

替えて適用される場合を含む。）

４ 第２項において読み替えて準用する第９８条の４の規定により免税軽油使用者証の交
付を受けようとする場合において、農業、林業又は漁業を営む免税軽油使用者のうち地
域振興局長等の承認を受けた者にあっては、２人以上の者が代表者を定めて免税軽油使
用者証の交付を受けることができる。 

５ 前項の場合における第９８条の４及び第９８条の５の規定の適用については、第９８
条の４第６項中「免税軽油使用者証」とあるのは「免税軽油使用者証又は附則第８条の
４第４項の規定により交付を受けた免税軽油使用者証」と、同条第１０項中「免税軽油
使用者証の交付を受けた者」とあるのは「免税軽油使用者証の交付を受けた者（附則第
８条の４第４項の規定により２人以上の者が代表者を定めて免税軽油使用者証の交付を
受けた場合にあってはそのいずれかの者）」と、第９８条の５第１項中「免税軽油使用 

 者証の交付を受けた者は」とあるのは「免税軽油使用者証の交付を受けた者（附則第８ 
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 条の４第４項の規定により２人以上の者が代表者を定めて免税軽油使用者証の交付を受
けた場合にあってはそれぞれの者（以下この項及び次項において同じ。）は」とする。 

 （軽油引取税の税率の特例） 
第８条の５ 平成３０年３月３１日までに第９２条第１項若しくは第２項に規定する軽油

の引取り、同条第３項の燃料炭化水素油の販売、同条第４項の軽油若しくは燃料炭化水
素油の販売、同条第５項の炭化水素油の消費若しくは第９３条第１項各号の軽油の消費、
譲渡若しくは輸入が行われた場合又は当該期間に軽油引取税の特別徴収義務者が第９２
条第６項の規定に該当するに至った場合における軽油引取税の税率は、第９５条の規定
にかかわらず、１キロリットルにつき、３２，１００円とする。 

 附則第９条第２項中「（昭和５４年法律第４９号）」を削る。 
 附則第１２条及び第１３条を次のように改める。 
第１２条及び第１３条 削除 
   附 則 
 （施行期日） 
１ この条例は、平成２１年４月１日から施行する。 
 （自動車取得税に関する経過措置） 
２ 改正後の熊本県税条例（以下「新条例」という。）の規定中自動車取得税に関する部

分は、この条例の施行の日（以下「施行日」という。）以後の自動車の取得に対して課
すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取
得税については、なお従前の例による。 

 （軽油引取税に関する経過措置） 
３ 新条例の規定中軽油引取税に関する部分は、施行日以後に新条例第９２条第１項若し

くは第２項に規定する軽油の引取り、同条第３項の燃料炭化水素油の販売、同条第４項
の軽油若しくは燃料炭化水素油の販売、同条第５項の炭化水素油の消費若しくは新条例
第９３条第１項各号（第３号又は第４号を除く。）の軽油の消費、譲渡若しくは輸入が
行われた場合又は施行日以後に軽油引取税の特別徴収義務者が新条例第９２条第６項の
規定に該当するに至った場合において課すべき軽油引取税について適用する。 

４ 施行日前に改正前の熊本県税条例（以下「旧条例」という。）第１３０条第１項若し
くは第２項に規定する軽油の引取り、同条第３項の燃料炭化水素油の販売、同条第４項
の軽油若しくは燃料炭化水素油の販売、同条第５項の炭化水素油の消費若しくは旧条例
第１３１条第１項各号（第３号又は第４号を除く。）の軽油の消費、譲渡若しくは輸入
が行われた場合又は施行日前に軽油引取税の特別徴収義務者が旧条例第１３０条第６項
の規定に該当するに至った場合において課する軽油引取税については、なお従前の例に
よる。 

５ この条例の施行の際現にされている旧条例第１３６条第１項の規定による特別徴収義
務者の登録の申請は、新条例第９８条第１項の規定による特別徴収義務者の登録の申請
とみなす。 

６ この条例の施行の際現に旧条例第１３６条第３項の規定により登録特別徴収義務者の
登録を受けている者に係る同項の規定による当該登録特別徴収義務者の登録は、新条例
第９８条第２項の規定による登録特別徴収義務者の登録とみなす。 

７ この条例の施行の際現にされている旧条例第１３６条第５項の規定による登録特別徴
収義務者の登録の消除の申請は、新条例第９８条第４項の規定による登録特別徴収義務
者の登録の消除の申請とみなす。 

８ この条例の施行の際現に旧条例第１３６条の２第１項の規定により交付を受けている
証票は、新条例第９８条の２第１項の規定により交付を受けた証票とみなす。 

９ この条例の施行の際現にされている旧条例第１３８条第１項の規定による免税軽油使
用者証の交付の申請は、地方税法（昭和２５年法律第２２６号。以下「法」という。）
第１４４条の６に規定する用途に係る免税軽油使用者証の交付の申請にあっては新条例
第９８条の４第１項の規定による免税軽油使用者証の交付の申請と、法附則第１２条の
２の４第１項各号に掲げる用途に係る免税軽油使用者証の交付の申請にあっては新条例
附則第８条の４第２項において読み替えて準用する新条例第９８条の４第１項の規定に
よる免税軽油使用者証の交付の申請とみなす。 

１０ この条例の施行の際現に旧条例第１３８条第２項の規定により交付を受けている免
税軽油使用者証は、法第１４４条の６に規定する用途に係る免税軽油使用者証にあって
は新条例第９８条の４第２項の規定により交付を受けた免税軽油使用者証と、法附則第
１２条の２の４第１項各号に掲げる用途に係る免税軽油使用者証にあっては新条例附則
第８条の４第２項において読み替えて準用する新条例第９８条の４第２項の規定により
交付を受けた免税軽油使用者証とみなす。 

１１ この条例の施行の際現にされている旧条例第１３８条第４項の規定による免税証の
交付の申請は、法第１４４条の６に規定する用途に係る免税証の交付の申請にあっては
新条例第９８条の４第４項の規定による免税証の交付の申請と、法附則第１２条の２の
４第１項各号に掲げる用途に係る免税証の交付の申請にあっては新条例附則第８条の４
第２項において読み替えて準用する新条例第９８条の４第４項の規定による免税証の交
付の申請とみなす。 

１２ この条例の施行の際現に旧条例第１３８条第７項の規定により交付を受けている免
税証は、法第１４４条の６に規定する用途に係る免税証にあっては新条例第９８条の４
第７項の規定により交付を受けた免税証と、法附則第１２条の２の４第１項各号に掲げ
る用途に係る免税証にあっては新条例附則第８条の４第２項において読み替えて準用す
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る新条例第９８条の４第７項の規定により交付を受けた免税証とみなす。 
 （熊本県手数料条例の一部改正） 
１３ 熊本県手数料条例（平成１２年熊本県条例第９号）の一部を次のように改正する。 
  第２条第１項第２３７号の２中「第７００条の１５第２項」を「第１４４条の２１第 
 ２項」に、「第５６条の７第５項」を「第４３条の１５第５項」に改める。 
 （熊本県産業廃棄物税条例の一部改正） 
１４ 熊本県産業廃棄物税条例（平成１６年熊本県条例第５３号）の一部を次のように改

正する。 
  第３条中「「（３）狩猟税」とあるのは「（３）狩猟税 
                     （４）産業廃棄物税」」を 
  「「狩猟税」とあるのは「狩猟税及び産業廃棄物税」」に改める。 
 （熊本県税条例の一部を改正する条例の一部改正） 
１５ 熊本県税条例の一部を改正する条例（平成２０年熊本県条例第４３号）の一部を次

のように改正する。 
  附則第５項及び第６項中「平成２２年１２月３１日」を「平成２３年１２月３１日」 
 に改める。 

 
 
 熊本県税特別措置条例の一部を改正する条例をここに公布する。 
  平成２１年３月３１日 
                                                熊本県知事 蒲 島 郁 夫   
熊本県条例第３７号 
   熊本県税特別措置条例の一部を改正する条例                     
 熊本県税特別措置条例（昭和３９年熊本県条例第５号）の一部を次のように改正する。 
 第４条の２第１号中「内閣総理大臣」を「総務大臣、農林水産大臣及び国土交通大臣」
に、「平成２１年３月３１日」を「平成２２年３月３１日」に改める。 
 第４条の４第１項第１号中「内閣総理大臣」を「国土交通大臣、総務大臣及び農林水産
大臣」に、「平成２１年３月３１日」を「平成２３年３月３１日」に改める。 
 第４条の７第１項第１号、第４条の１３第１項及び附則第２項中「平成２１年３月３１
日」を「平成２３年３月３１日」に改める。 
   附 則 
 この条例は、平成２１年４月１日から施行する。 
 
 
 
 
 
 
 熊本県税条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。 
  平成２１年３月３１日 
                                                熊本県知事 蒲 島 郁 夫    
熊本県規則第２２号 
   熊本県税条例施行規則の一部を改正する規則 
 熊本県税条例施行規則（昭和３０年熊本県規則第４号）の一部を次のように改正する。 
  目次中「第３節 削除 
     第４節 自動車税（第３３条の２―第３４条の３）」を 
「第３節 自動車取得税（第２９条―第３２条の３） 
 第３節の２ 軽油引取税（第３２条の４―第３３条） に、 
 第４節 自動車税（第３３条の２―第３４条の３） 」 
「第１節 自動車取得税（第３４条の４―第３４条の８） 
 第２節 軽油引取税（第３５条―第３９条の２）   」を 
「第１節及び第２節 削除」に改める。 
 第２章第３節を次のように改める。 
    第３節 自動車取得税 
 （譲渡担保財産の取得に対して課する自動車取得税の還付申請等の方法） 
第２９条 法第１２５条第２項の規定による徴収猶予の申告は、別記第３８号様式による。 
２ 法第１２５条第６項の規定による還付の申請は、別記第３９号様式による。 
 （自動車の返還があった場合の自動車取得税の還付等の申請方法） 
第３０条 法第１２６条第１項の規定による還付等の申請は、別記第４０号様式による。 
 （自動車取得税の減免申請書の様式） 
第３１条 条例第９１条第２項に規定する規則で定める申請書は、別記第４１号様式、別 
 記第４２号様式及び別記第４３号様式とする。 
 （自動車取得税等の減免申請に係る書類） 
第３２条 条例第９１条第３項及び条例第１０９条第４項に規定する規則で定める書類は、

次の各号のいずれかに掲げる書類とする。 
 (１) 身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）第１５条第４項の規定により交

付された身体障害者手帳（以下この条、次条、第３２条の３及び第３４条の２の２に
おいて「身体障害者手帳」という。） 

 規  則 
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 (２) 戦傷病者特別援護法（昭和３８年法律第１６８号）第４条の規定により交付され
た戦傷病者手帳（身体障害者手帳の交付を受けていない者に限る。次条、第３２条の
３及び第３４条の２の２において「戦傷病者手帳」という。） 

 (３) 厚生労働大臣の定めるところにより交付された療育手帳（次条、第３２条の３及
び第３４条の２の２において「療育手帳」という。） 

 (４) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和２５年法律第１２３号）第４５
条第２項の規定により交付された精神障害者保健福祉手帳（次条、第３２条の３及び
第３４条の２の２において「保健福祉手帳」という。） 

 （自動車取得税の減免申請書の提出期限等） 
第３２条の２ 条例第９１条第１項の規定によって自動車取得税の減免を申請する場合に

おいては、条例第８９条第１項各号に掲げる自動車の取得の区分に応じ、当該各号に定
める日（同項第１号から第３号までに定める時の属する日を含む。）の翌日から起算し
て３０日を経過する日までに、第３１条の申請書を提出しなければならない。 

２ 条例第９１条第１項第２号に該当するとして減免を受けようとする者が、前項の規定
により申請書を提出したときは、自動車税事務所長又は局長等は、身体障害者手帳若し
くは戦傷病者手帳の備考欄、療育手帳の表紙の裏面又は保健福祉手帳の裏表紙の余白に
受付印（別記第４４号様式）を押印するものとする。 

 （身体障害者等の範囲） 
第３２条の３ 条例第９１条第１項第２号に規定する規則で定める身体又は精神に障害が

あるため歩行が困難な身体障害者、戦傷病者、知的障害者又は精神障害者は、次の各号
のいずれかに該当する者とする。 

 (１) 身体障害者手帳の交付を受けている者のうち、次表の左欄に掲げる障害の区分に
応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる身体障害者福祉法施行規則（昭和２５年厚生省令
第１５号）別表第５号に定める障害の級別に該当する障害を有するもの（条例第９１
条第１項第２号に規定する生計を一にする者が取得する自動車及び常時介護する者が
運転する自動車について同号の規定の適用を受けようとする場合並びに条例第１０９
条第１項第５号に規定する生計を一にする者が運転する自動車及び常時介護する者が
運転する自動車について同号の規定の適用を受けようとする場合にあっては、音声機
能障害を有する者、障害の程度が下肢不自由について４級から６級までの各級に該当
する者、体幹不自由について５級に該当する者及び乳幼児期以前の非進行性の脳病変
による運動機能障害のうち移動機能障害について３級（１下肢のみに運動機能障害を
もつものに限る。）から６級までの各級に該当する者を除く。） 

障害の区分 障害の級別 

視覚障害   
聴覚障害 
平衡機能障害 
音声機能障害 

 

上肢不自由 
下肢不自由 
体幹不自由 
乳幼児期以前の非進行性脳病

変による運動機能障害 
 上肢機能 
 

 移動機能 
心臓機能障害 
じん臓機能障害 
呼吸器機能障害 
ぼうこう機能障害 
直腸機能障害 
小腸機能障害 
ヒト免疫不全ウイルスによる

免疫機能障害 

１級から３級までの各級及び４級の１ 
２級及び３級 
３級  
３級（喉頭摘出による音声機能障害がある場合に

限る。）  
１級、２級の１及び２級の２ 
１級から６級までの各級 
１級から３級までの各級及び５級 
 

 

１級及び２級（１上肢のみに運動機能障害がある

場合を除く。） 
１級から６級までの各級 
１級及び３級 
１級及び３級 
１級及び３級 
１級及び３級 
１級及び３級 
１級及び３級 
１級から３級までの各級 

 (２) 戦傷病者手帳の交付を受けている者のうち、次表の左欄に掲げる障害の区分に応
じ、それぞれ同表の右欄に掲げる恩給法（大正１２年法律第４８号）別表第１号表の
２又は第１号表の３に定める重度障害の程度又は障害の程度に該当する障害を有する
もの（条例第９１条第１項第２号に規定する生計を一にする者が取得する自動車及び
常時介護する者が運転する自動車について同号の規定の適用を受けようとする場合並
びに条例第１０９条第１項第５号に規定する生計を一にする者が運転する自動車及び
常時介護する者が運転する自動車について同号の規定の適用を受けようとする場合に
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あっては、音声機能障害を有する者、障害の程度が下肢不自由について第４項症から
第６項症までの各項症及び第１款症から第３款症までの各款症に該当する者並びに体
幹不自由について第５項症、第６項症及び第１款症から第３款症までの各款症に該当
する者を除く。） 

障害の区分 重度障害の程度又は障害の程度 

視覚障害 
聴覚障害 
平衡機能障害 
音声機能障害 

 

 

上肢不自由 
下肢不自由 

 

体幹不自由 

 

心臓機能障害 
じん臓機能障害 
呼吸器機能障害 
ぼうこう機能障害 
直腸機能障害 
小腸機能障害 

特別項症から第４項症までの各項症 
特別項症から第４項症までの各項症 
特別項症から第４項症までの各項症 
特別項症から第２項症までの各項症 
（喉頭摘出による音声機能障害がある場合に限る。

特別項症から第３項症までの各項症 
特別項症から第６項症までの各項症及び第１款症

から第３款症までの各款症 
特別項症から第６項症までの各項症及び第１款症

から第３款症までの各款症 
特別項症から第３項症までの各項症 
特別項症から第３項症までの各項症 
特別項症から第３項症までの各項症 
特別項症から第３項症までの各項症 
特別項症から第３項症までの各項症 
特別項症から第３項症までの各項症 

 (３) 療育手帳の交付を受けている者のうち療育手帳の障害の程度の記載欄に、重度で
あることの表示として「Ａ」と記載されたもの 

 (４) 保健福祉手帳を有する者のうち保健福祉手帳に精神保健及び精神障害者福祉に関
する法律施行令（昭和２５年政令第１５５号）第６条第３項に規定する障害等級が１
級である者として記載されているもの 

 第２章第３節の次に次の１節を加える。 
    第３節の２ 軽油引取税 
 （軽油引取税の課税地に係る指定等の通知方法） 
第３２条の４ 知事は、条例第５条第１項第６号アの規定により課税地を指定したときは、

別記第４５号様式により通知する。 
２ 知事は、前項の指定を変更するときは、別記第４５号の２様式により通知する。 
 （軽油以外の炭化水素油を製造する場合の届出書の様式） 
第３２条の５ 条例第９３条第３項に規定する規則で定める届出書は、別記第４５号の３

様式とする。 
 （仮特約業者の指定等の通知方法） 
第３２条の６ 地域振興局長等は、法第１４４条の８第１項の規定により仮特約業者を指

定したときは、別記第４５号の４様式により通知する。 
２ 地域振興局長等は、法第１４４条の８第３項の規定により仮特約業者の指定を取り消

したときは、別記第４５号の５様式により通知する。 
 （特約業者の指定等の通知方法） 
第３２条の７ 地域振興局長等は、法第１４４条の９第１項の規定により特約業者を指定

したときは、別記第４５号の６様式により通知する。 
２ 地域振興局長等は、法第１４４条の９第３項、第５項本文又は第６項後段の規定によ

り特約業者の指定を取り消したときは、別記第４５号の７様式により通知する。 
 （特別徴収義務者の登録申請書の様式等） 
第３２条の８ 条例第９８条第１項に規定する規則で定める申請書は、別記第４５号の８

様式とする。 
２ 条例第９８条第２項の規定による通知は、別記第４５号の９様式による。 
３ 条例第９８条第３項及び第４項の規定による申請は、別記第４５号の１０様式による。 
４ 条例第９８条第６項の規定による通知は、別記第４５号の１１様式による。 
 （免税軽油使用者証の書換申請の様式） 
第３２条の９ 条例第９８条の４第３項の規定による申請は、別記第４５号の１２様式に

よる。 
 （免税軽油使用者証及び免税証の返納の命令方法） 
第３２条の１０ 地域振興局長等は、条例第９８条の４第１０項の規定により免税軽油使

用者証又は免税証の返納を命ずるときは、別記第４５号の１３様式より通知する。 
 （免税軽油引取等に係る報告書の提出期限の特例） 
第３２条の１１ 条例第９８条の５第２項に規定する規則で定める特別の事情があると認

められる免税軽油使用者証の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当する者とす
る。 
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 (１) 免税軽油の年間見込み引取り数量が１０キロリットルに満たない者 
 (２) 国、地方公共団体その他これらに準ずるもの 
 (３) 業務の特殊性等により、毎月の報告が困難であると局長等が認めた者 
 （徴収猶予申請書の様式） 
第３２条の１２ 条例第９８条の６第１項に規定する規則で定める申請書は、別記第４５

号の１４様式とする。 
 （還付又は納入義務免除申請書の様式） 
第３２条の１３ 条例第９８条の７第１項に規定する規則で定める申請書は、別記第４５

号の１５様式とする。 
 （軽油を返還した場合における届出事項） 
第３２条の１４ 条例第９８条の８第１項に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事

項とする。 
 (１) 特別徴収義務者の住所又は所在地及び氏名又は名称 
 (２) 事務所又は事業所の名称及び所在地並びに事務所又は事業所の代表者の氏名 
 (３) 当該販売契約による軽油の引取りが行われた年月日及び引取りに係る軽油の数量 
 (４) 販売契約の解除の理由及び解除のあった年月日 
 (５) 返還に係る軽油の数量及び返還のあった年月日 
 (６) 前各号に掲げるものを除くほか、知事が必要と認める事項 
 （還付申請書の様式） 
第３２条の１５ 条例第９８条の８第２項に規定する規則で定める申請書は、別記第４５

号の１６様式とする。 
 （免税軽油以外の軽油を免税用途に供した場合の承認申請書及び承認書の様式） 
第３２条の１６ 条例第９８条の９第１項に規定する規則で定める申請書は、別記第４５

号の１７様式とする。 
２ 条例第９８条の９第２項に規定する規則で定める承認書は、別記第４５号の１８様式

とする。 
 （納入の免除又は還付の申請書の様式） 
第３２条の１７ 条例第９８条の１０第１項に規定する規則で定める申請書は、別記第４

５号の１９様式とする。 
 （免税軽油使用者に代って免税軽油の引取りを行う販売業者の備付帳簿の様式） 
第３２条の１８ 条例第９８条の１２第２項に規定する規則で定める帳簿は、別記第４５

号の２０様式及び別記第４６号様式とする。 
 （軽油引取税の帳簿の電磁的記録による備付け承認に係る申請方法等） 
第３２条の１９ 条例第９８条の１２第３項の承認に係る申請その他必要な事項について

は、法第７５０条（第２項及び第６項を除く。）、第７５１条及び第７５３条の例によ
る。 

 （軽油引取税関係帳簿の電磁的記録による備付けの要件） 
第３３条 条例第９８条の１２第３項の承認を受けている販売業者の当該承認を受けてい

る帳簿については、第２４条の３の規定を準用する。この場合において、同条中「条例
第７５条第２項の承認を受けているゴルフ場利用税の特別徴収義務者は、次に掲げる要
件に従って、当該承認を受けている帳簿（以下この条において「ゴルフ場利用税関係帳
簿」という。）」とあるのは「条例第９８条の１２第３項の承認を受けている販売業者
は、次に掲げる要件に従って、当該承認を受けている帳簿（以下この条において「軽油 

 引取税関係帳簿」という。)」と、「ゴルフ場利用税関係帳簿」とあるのは「軽油引取 
 税関係帳簿」と、「条例第７５条第２項」とあるのは「条例第９８条の１２第３項」と、

「ゴルフ場利用税の特別徴収義務者」とあるのは「販売業者」と読み替えるものとする。 
 第３４条中「申請書の様式」を「規則で定める申請書」に、「別記第４７号様式、別記
第４７号の２様式、別記第４７号の２の２様式」を「別記第４２号様式、別記第４３号様
式、別記第４７号様式」に、「による」を「とする」に改める。 
 第３４条の２を次のように改める。 
第３４条の２ 削除 
 第３４条の２の２の見出しを「（自動車税の減免申請書の提出期限等）」に改め、同条
第１項中「当該申請書」を「、第３４条の申請書」に改め、同条第２項中「によって」を
「に該当するとして」に、「による」を「により」に、「前条に規定する身体障害者手帳」
を「身体障害者手帳若しくは戦傷病者手帳」に、「別記第４７号の３様式」を「別記第４
４号様式」に改める。 
 第３４条の３を次のように改める。 
第３４条の３ 削除 
 第３章第１節及び第２節を次のように改める。 
    第１節及び第２節 削除 
第３４条の４から第３９条の２まで 削除 
 第３９条の２の３の見出しを「（収納印の印影）」に改め、同条中「第１０５条第４項」
を「第８９条第２項」に、「収納印の形式」を「規則で定める形式の印影」に、「による」
を「とする」に改める。 
 第３９条の３第１項中「第１０５条第４項ただし書及び第１２９条の８第３項ただし書」
を「第８９条第２項ただし書及び第１０５条第４項ただし書」に、「納税済印の形式」を
「規則で定める形式」に、「による」を「とする」に改め、同条第２項中「第１０５条第
４項ただし書及び第１２９条の８第３項ただし書」を「第８９条第２項ただし書及び第１
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０５条第４項ただし書」に、「自動車税又は自動車取得税」を「自動車取得税又は自動車
税」に改める。 
 第３９条の４第１項中「第１０５条第６項」を「第８９条第３項」に、「押印業務（以
下「押印業務」」を「表示業務（第３９条の７及び第３９条の８において「表示業務」」
に改める。 
 第３９条の７中「押印業務」を「表示業務」に改める。 
 第３９条の８第１項中「一に」を「いずれかに」に改め、同項第２号中「押印業務」を
「表示業務」に改め、同条第２項中「一に」を「いずれかに」に改め、同項第１号中「押
印業務」を「表示業務」に改め、同条第３項中「押印業務」を「表示業務」に改める。 
 第３９条の１２第１項中「自動車税額又は自動車取得税額」を「自動車取得税額又は自
動車税額」に改める。 
 第３９条の１３第１項中「第１０５条第７項（条例第１２９条の８第４項で」を「第８
９条第４項（条例第１０５条第６項において」に改める。 
 第３９条の１４中「自動車税又は自動車取得税」を「自動車取得税又は自動車税」に、
「自動車税自動車取得税証紙徴収報告書」を「自動車取得税・自動車税証紙徴収報告書」
に改める。 
 別記第１４号の２の２の２様式中「第６９９条の１８」を「第１２９条」に改める。 
 別記第３８号様式から別記第４６号様式までを次のように改める。 

別記第38号様式(第29条関係) 

譲渡担保財産(自動車)取得申告書 

(兼徴収猶予申請書) 

年  月  日 

 熊本県自動車税事務所長 様 

申 告 者

(申 請 者)
 住 所          

  
譲渡担保

権 者
 氏 名        印 

 地方税法第125条第2項の規定により、下記の譲渡担保財産(自動車)の取得を申告しま

す。 

登 録

(車輛) 
番号 

登録(届出)

年 月 日 

車 台

番 号
車 名

年 式

型 式
所有者氏名 

取 得 者

(使用者)
氏名

              

担保設定年月日 ・   ・ 税 額 
円

弁済予定年月日 ・   ・ 

申告納付 

年 月 日 ・  ・ 

設 定 者(住所、氏名、名称)   

年 月 日 ・   ・ 税 額 
円

上

記

自

動

車 

※
事実

確認 
担 当 者   

※
徴 収

猶 予 (期 限)  

年 月 日 
  

※ 
譲渡担保消

滅年月日 
・  ・ 確認印   ※

免除処理

年 月 日
・ ・ 担当者   
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備

考 

  

(注)1．この様式中不用の文字は、使途に従い抹消してください。 

  2．※印欄は記入しないでください。 

  3．事実を証する契約書を添付してください。 
 

 

 

別記第39号様式(第29条関係) 

自動車取得税還付申請書(譲渡担保) 

年  月  日 

 熊本県自動車税事務所長 様 

申 請 人 住 所          

  
譲渡担保

権 者
 氏 名        印 

 地方税法第125条第6項の規定により、下記の自動車に係る自動車取得税の還付を申請

します。 

登 録

(車輛) 
番号 

登録(届出)

年 月 日 

車 台

番 号
車 名

年 式

型 式
所有者氏名 

取 得 者

(使用者)
氏名

  ・  ・           

設定年月日 ・   ・ 税 額 
円

譲渡

担保 
消滅年月日 ・   ・ 

申告納付 

年 月 日 ・  ・ 

設 定 者(住所、氏名、名称)   

上

記

自

動

車 担保権の消滅理

由 

円

年 月 日 ・  ・ 
※還付、充当等 

処 理

区 分 
  ※

事 実

確 認
担 当 者   

(注)1．※印欄は記入しないでください。 

  2．消滅事実を証する書類を添付してください。 
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別記第40号様式(第30条関係) 

自動車取得税
還 付

免 除
申請書(返還) 

年  月  日 

 熊本県自動車税事務所長 様 

 

申 請 人 住 所          

氏 名        印 

 

 地方税法第126条第1項の規定により、下記の自動車に係る自動車取得税の 
還付 

免除 
を 

申請します。 

登 録

(車輛) 
番号 

登録(届出)

年 月 日 

車 台

番 号
車 名

年 式

型 式
所有者氏名 

取 得 者

(使用者)
氏名

  ・  ・           

取 得 年 月 日 ・   ・ 税 額 
円

返 還 年 月 日 ・   ・ 

申告納付 

年 月 日 ・  ・ 

返 還 先(住所、氏名、名称)   

上

記

自

動

車 

返 還 理 由 
円

年 月 日 ・  ・ 
※還付・充当等 

処 理

区 分 
  ※

事 実

確 認
担 当 者   

(注)1．還付又は免除の申請区分ごとに不要文字は、抹消してください。 

  2．※印欄は記入しないでください。 

  3．返還事実を証する解約書等の書類を添付してください。 
 

 

 

別記第41号様式(第31条関係) 

自動 車取得 税減免 申 請 書 

年  月  日 

 熊本県知事     様 

申請者 住 所          

氏 名        印 

 熊本県税条例第91条第2項の規定により、下記自動車に係る自動車取得税の減免を申請

します。  
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取 得

年 月 日 

登 録

(車輛)
番号

登 録 
(届出) 
年 月 日 

車台

番号
車名

年式

型式
定置場 所有者氏名 

取 得 者

(使用者)
氏名

・ ・   ・ ・             

・ ・   ・ ・             

・ ・   ・ ・             

・ ・   ・ ・             

・ ・   ・ ・             

・ ・   ・ ・             

減免を受

けようと

する理由 

1 日本赤十字社の救急自動車又は血液事業用 

(県税条例第91条第1項第1号)

2 公的医療機関の救急自動車又は巡回診療車 

(県税条例第91条第1項第6号)

 (注)上記登録番号等各欄の記載事項は、熊本運輸支局の自動車登録ファイルに登載され

た事項(軽自動車の場合は届出事項)と一致するよう記入してください。  
 
 
 
 

別記第42号様式(第31条、第34条関係) 

自動車取得税

自 動 車 税
減免申請書 

年  月  日 

 熊本県知事     様 

申請者(納税義務者) 住所              

氏名        印     

電話   －   －   

 熊本県税条例第   条第   項の規定により次のとおり自動車取得税・自動車税の減免を申請し
ます。 

登録(車両)番号 登録(届出)年月日 取 得 年 月 日 用途 種 別 主たる定置場 

  年  月  日 年 月 日   普通・小型・軽   

  住 所 氏 名 

所有者     

 
 

 
 

 
 

減
免
を
受
け
よ
う  
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使用者     

  年 度 納税者番号 枝 番 課税標準額 課 税 額 (納 付 額) 

自動車取得税 ※ ※ ※ ※   

 

（
軽
自
動
車
） 

う
と
す
る
自
動
車 

自 動 車 税 ※ ※ ※    

氏 名   生年月日 年  月  日 申請者との関係   

身障者・戦傷者・療育・精
神障害者保健福祉手帳番号 

号 交付年月日 年  月  日

障 害 の 区 分 障害の等級(程度) 障 害 名 

身
体
障
害
者
等 

      

番号   交付年月日 年  月  日 有効期限 年  月  日許 

証

運
転
免 免許の種類   免許の条件   

  住 所 氏 名 職 業 本人との関係

運転者         

生計を一にする者

又は常時介護する

者が運転する場合 
自動車の使用目的  通院 ・ 通学 ・ 通所 ・ 生業 

保有車両数 ※ 
譲渡、抹消自動
車等の登録番号 

※ 

軽自動車の減免状況   

すでに減免を受けた
自動車等を譲渡、抹
消した場合 登 録 (届出)

年 月 日 
※ 年 月 日

そ
の
他 

身体障害者手帳等の受理印の確認 調査担当者氏名 ※                 印 

 (注)1 生計を一にする者が運転する場合には、自動車の使用目的により次のものを添付してください。
    (1) 「通学、通院、通所」 校長、院長又は所長の通学証明書、通院証明書又は通所証明書 
    (2) 「生業」 市町村長の所得証明書・源泉徴収票等 
   2 常時介護する者が運転する場合には、福祉事務所等の長が発行する常時介護証明書を添付してく

ださい。 
   3 ※印欄には、記載しないでください。  

 
 
 

別記第43号様式(第31条、第34条関係) 

 

自動車取得税

自 動 車 税
減 免 申 請 書 

(身体障害者等の利用等) 

 

年  月  日 

 

 熊本県知事      様 

 

申請者 住所又は所在地          

氏名又は名称        印  

 熊本県税条例第     条     項の規定により、次のとおり自動車取得税、自

動車税の減免を申請します。  
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住所又は所在地 氏名又は名称 登 録

(車両)

番 号 

登 録

(届出)

年 月 日 

取 得

年 月 日

所
有
者 

    

      使
用
者 

    

乗車定員 総排気量 最大積載量 車台番号 車 名 型 式 年 式 

              

年 度 自 動 車 税 自動車取得税 構 造 変 更 に

要 し た 額
年 税 額     

課 税 額 (納付額)   

  

  

 
 

 
 

 

自
動
車(

軽
自
動
車)

 

 
 

 
 

 

減
免
を
受
け
よ
う
と
す
る 

構造変更の内容   

減免を受

けようと

する理由 

1 構造上身体障害者等の利用に専ら供する自動車 

(県税条例第91条第1項第3号、第109条第1項第6号)

2 構造上身体障害者等の利用に供する自動車 

(県税条例第91条第1項第4号)

3 専ら身体障害者等が運転するため構造変更がなされた自動車 

(県税条例第91条第1項第5号)

登 録

番 号

登 録

年 月 日 

取 得

年 月 日
県税条例第91条第1項第2号 有 無

既往減免

について       
県税条例第109条第1項第5号 有 無

 (注)申請に当たっては、売買契約書(写し)を添付してください  
 

 

別記第44号様式(第32条の2、第34条の2の2関係) 

年度(登録番号      )   

  自動車取得税

自 動 車 税
 減免申請書・・受付 

  
 
 

別記第45号様式(第32条の4関係) 

軽油引取税の課税地に係る指定通知書 

 

第  号 

年  月  日 
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 住 所 

 氏名又は名称     様 

熊本県  地域振興局長

熊本県熊本県税事務所長
印 

 熊本県税条例第5条第1項第6号アの規定により、軽油引取税の課税地を下記のとおり指

定することとしましたので通知します。 

 

 

記 

 

事務所又は事業所の所在地 

 

 

納入地 

 

 

教

示 

1 この処分について不服があるときは、この通知を受けた日の翌日から起算して60

日以内に、行政不服審査法第4条の規定により熊本県知事に対して審査請求をするこ

とができます。 

  なお、審査請求書(2通)は知事あてにして、当地域振興局(県税事務所)を経由し

て提出してください。 

2 この処分の取消しの訴えは、この通知を受けた日の翌日から起算して6か月以内

に、熊本県を被告として(熊本県知事が被告の代表者となります。)提起することが

できます。ただし、この通知を受けた日の翌日から起算して60日以内に審査請求を

した場合には、この処分の取消しの訴えは、その審査請求に対する裁決の送達を受

けた日の翌日から起算して6か月以内に提起しなければならないこととされていま

す。 
 

 

 

別記第45号の2様式(第32条の4関係)

軽油引取税の課税地に係る指定変更通知書 

 

第  号 

年  月  日 

 

 

 住 所 

 氏名又は名称     様 
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熊本県  地域振興局長

熊本県熊本県税事務所長
印 

 熊本県税条例第5条第1項第6号アの規定により指定を行った軽油引取税の課税地につい

て、下記のとおり指定変更することとしましたので通知します。 

 

 

記 

変 更 前
  

変 更 後
  

 

変 更 年 月 日 年   月   日     

 

  

教

示 

1 この処分について不服があるときは、この通知を受けた日の翌日から起算して60

日以内に、行政不服審査法第4条の規定により熊本県知事に対して審査請求をするこ

とができます。 

  なお、審査請求書(2通)は知事あてにして、当地域振興局(県税事務所)を経由し

て提出してください。 

2 この処分の取消しの訴えは、この通知を受けた日の翌日から起算して6か月以内

に、熊本県を被告として(熊本県知事が被告の代表者となります。)提起することが

できます。ただし、この通知を受けた日の翌日から起算して60日以内に審査請求を

した場合には、この処分の取消しの訴えは、その審査請求に対する裁決の送達を受

けた日の翌日から起算して6か月以内に提起しなければならないこととされていま

す。 
 

 

 

 

別記第45号の3様式(第32条の5関係) 

軽油以外の炭化水素油製造届出書 

住所又は所在地   

氏 名 又 は 名 称   

引 渡 年 月 日 年   月   日 

製造炭化水

素油の引渡

しを行う相

手方    

引 渡 数 量   

軽油の使用数量   

種 類   原 料 
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数 量   

種 類   

数 量   
製 造 す る

炭化水素油 

製 造 年 月 日 年   月   日 

製造の理由

及 び 用 途 
  

 上記のとおり熊本県税条例第93条第3項の規定により届け出ます。 

 

       年  月  日 

 熊本県  地域振興局長 

 熊本県熊本県税事務所長 
様 

住所又は所在地         

氏名又は名称        印

 

 

 

別記第45号の4様式(第32条の6関係) 

仮 特 約 業 者 指 定 通 知 書 

 

第  号 

年  月  日 

 

 

 

 住 所 

 

 氏名又は名称     様 

 

熊本県  地域振興局長

熊本県熊本県税事務所長
印 

 

 地方税法第144条の8第1項の規定により、軽油引取税の仮特約業者として指定します。
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指 定 番 号 第       号 

指 定 年 月 日 年   月   日 

 
 
 
 
 

別記第45号の5様式(第32条の6関係) 

仮特約業者指定取消通知書 

 

第  号 

年  月  日 

 

 

 住 所 

 氏名又は名称     様 

熊本県  地域振興局長 

熊本県熊本県税事務所長 
印 

 地方税法第144条の8第3項の規定により、軽油引取税の仮特約業者の指定を取り消すこ

ととしましたので通知します。 

指定取消年月日 年   月   日 

指定取消の理由 
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教

示 

1 この処分について不服があるときは、この通知を受けた日の翌日から起算して60

日以内に、行政不服審査法第4条の規定により熊本県知事に対して審査請求をするこ

とができます。 

  なお、審査請求書(2通)は知事あてにして、当地域振興局(県税事務所)を経由し

て提出してください。 

2 この処分の取消しの訴えは、この通知を受けた日の翌日から起算して6か月以内

に、熊本県を被告として(熊本県知事が被告の代表者となります。)提起することが

できます。ただし、この通知を受けた日の翌日から起算して60日以内に審査請求を

した場合には、この処分の取消しの訴えは、その審査請求に対する裁決の送達を受

けた日の翌日から起算して6か月以内に提起しなければならないこととされていま

す。 

 
 

 

別記第45号の6様式(第32条の7関係) 

特 約 業 者 指 定 通 知 書 

 

第  号 

年  月  日 

 

 

 

 住 所 

 

 氏名又は名称     様 

 

 

熊本県  地域振興局長

熊本県熊本県税事務所長
印 

 

 

 地方税法第144条の9第1項の規定により、軽油引取税の特約業者として指定します。 
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指 定 番 号 第       号 

指 定 年 月 日 年   月   日 

 
 
 

別記第45号の7様式(第32条の7関係) 

特約業者指定取消通知書 

 

第  号 

年  月  日 

 

 

 住 所 

 氏名又は名称     様 

熊本県  地域振興局長 

熊本県熊本県税事務所長 
印 

 地方税法第144条の9第3項、第5項本文又は第6項後段の規定により、軽油引取税の特約

業者の指定を取り消すこととしましたので通知します。 

指定取消年月日 年   月   日 

指定取消の理由 

  

教

示 

1 この処分について不服があるときは、この通知を受けた日の翌日から起算して6

0日以内に、行政不服審査法第4条の規定により熊本県知事に対して審査請求をす

ることができます。 

  なお、審査請求書(2通)は知事あてにして、当地域振興局(県税事務所)を経由し

て提出してください。 

2 この処分の取消しの訴えは、この通知を受けた日の翌日から起算して6か月以内

に、熊本県を被告として(熊本県知事が被告の代表者となります。)提起することが

できます。ただし、この通知を受けた日の翌日から起算して60日以内に審査請求を

した場合には、この処分の取消しの訴えは、その審査請求に対する裁決の送達を受

けた日の翌日から起算して6か月以内に提起しなければならないこととされていま

す。 
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別記第45号の8様式(第32条の8関係)(その1) 

局(所)長 次長 部長 副部長 課長 係長 主査 課員
審査   決

裁 

                
入力   

事 業 者 コ ー ド

  

納 税 者 番 号

軽油引取税特別徴収義務者登録申請書 

 

  

 熊本県  地域振興局長 
 熊本県熊本県税事務所長様 
      年  月  日 
 熊本県税条例第98条第1項の規定により、次のとおり申請します。 

             (カ ナ) 
 
住 所 
 

〒□□□－□□□□ 

電話(  )   －   

             

特

別

徴

収

義

務

者 

(カ ナ) 
 
氏 名 又 は 名 称 
(代表者氏名) 

印 

指定を受けた都道府県   
仮特約業

者の指定 
指 定 年 月 日 年   月   日 

指定を受けた都道府県   
特約業者

の 指 定 
指 定 年 月 日 年   月   日 

 

交 付

年 月 日
年   月   日 

  

処
理
事
項 

特 別 徴

収 義 務

者 の 証 登録番号 第       号 

 

 

 
 



 平成 21年 3月 31 日 火曜     熊 本 県 公 報         号外 第 5号の 2 33 

別記第45号の8様式(第32条の8関係)(その2) 

  事務所又は事業所一覧 

No. 
事務所又は事

業所名    
代表者氏名 所 在 地

貯蔵設備の

状況    
事業開始日 
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別記第45号の8様式(第32条の8関係)(その3) 

  軽油の納入地一覧 

No. 
納入先の氏名又
は名称     

業態区分 住 所
年間納入見込数
量    ( k l )   

備 考

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

 
 
 
 

別記第45号の9様式(第32条の8関係) 

軽油引取税特別徴収義務者登録通知書 

 

第  号 

年  月  日 

 

 

 

 住 所 

 氏名又は名称     様  
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熊本県  地域振興局長

熊本県熊本県税事務所長
印 

 

 下記のとおり特別徴収義務者の登録をしましたので、熊本県税条例第98条第2項の規定

により、通知します。 

 

記 

 

登 録 番 号 第         号 

  

登 録 年 月 日 年    月    日 

 

  

 
 
 
 

別記第45号の10様式(第32条の8関係) 

局(所)長 次長 部長 副部長 課長 係長 主査 課員
審 査   決

裁 

                
入 力   

事業者
コード 

  

軽油引取税特別徴収義務者登録変更(消除)申請書 
納税者
番 号 

  

 熊本県  地域振興局長 

 熊本県熊本県税事務所長 
 様 

      年  月  日 
 熊本県税条例第98条第3項(第4項)の規定により、次のとおり申請します。  
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住 所   
特
別
徴
収
義
務
者 

氏 名 又 は 名 称 

(代表者氏名) 印 

異 動 事 項 異 動 前 異 動 後 

      

      

      

      

      

異 動 年 月 日 年    月    日    

異動の理由 

 

 

受

付

印 

  

 

(備考) この様式中不要の文字は、使途に従い、抹消して下さい。  
 
 
 

別記第45号の11様式(第32条の8関係) 

軽油引取税特別徴収義務者登録消除通知書 

 

第  号 

年  月  日 

 

 

 住 所 

 氏名又は名称     様 

 

熊本県  地域振興局長

熊本県熊本県税事務所長
印 

 下記のとおり特別徴収義務者の登録を消除することとしましたので、熊本県税条例第9

8条第6項の規定により通知します。 

 

記 
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消 除 年 月 日 年    月    日 

 

消 除 の 理 由 

  

  

教

示 

1 この処分について不服があるときは、この通知を受けた日の翌日から起算して60

日以内に、行政不服審査法第4条の規定により熊本県知事に対して審査請求をするこ

とができます。 

  なお、審査請求書(2通)は知事あてにして、当地域振興局(県税事務所)を経由し

て提出してください。 

2 この処分の取消しの訴えは、この通知を受けた日の翌日から起算して6か月以内

に、熊本県を被告として(熊本県知事が被告の代表者となります。)提起することが

できます。ただし、この通知を受けた日の翌日から起算して60日以内に審査請求を

した場合には、この処分の取消しの訴えは、その審査請求に対する裁決の送達を受

けた日の翌日から起算して6か月以内に提起しなければならないこととされていま

す。 
 

 
 
 

別記第45号の12様式(第32条の9関係) 

    

  

受 付

印   

 

年  月  日  

 

熊本県  地域振興局長 

熊本県熊本県税事務所長様 

 

免税軽油使用者証書換申請書 

 

  申 請 者 

     住所又は所在地 

     氏 名 又 は 名 称     印 

     業 種 

 

  旧 新 

事 務 所 又 は 事 業 所

所 在 地 
    

氏 名 又 は 名 称     

こ の 申 請 に 応 答 す る 係

及び氏名並びに電話番号 

 

電話  

 

電話  

所 在 地     
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名 称     

所 有 者 の 氏 名
又 は 名 称 

    

型 式     

軸 馬 力     

燃 焼 方 式     

台 数     

機
械
、
車
両
又
は
設
備
の
明
細 

用 途     

年 間 見 込 数 量 l l

変 更 理 由   

  
使用者証の

有 効 期 間

年  月  日から

年  月  日まで
 

 
 
 

別記第45号の13様式(第32条の10関係) 

免税軽油使用者証・免税証返納命令書 

第     号 

年  月  日 

 

 

 

 住所又は所在地 

 氏名又は名称      様 

熊本県  地域振興局長 

熊本県熊本県税事務所長 
印 

 熊本県税条例第98条の4第10項の規定により、軽油引取税に係る次の 
免税軽油使用者証 

免 税 証 

の返納を命じます。 
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免税軽油使用者証

の 番 号 

  

免 税 証 の

記 号 及 び 番 号 

  

返納すべき期限 年   月   日 

返納を命ずる理由 

  

教

示 

1 この処分について不服があるときは、この通知を受けた日の翌日から起算して6

0日以内に、行政不服審査法第4条の規定により熊本県知事に対して審査請求をする

ことができます。 

  なお、審査請求書(2通)は知事あてにして、当地域振興局(県税事務所)を経由し

て提出してください。 

2 この処分の取消しの訴えは、この通知を受けた日の翌日から起算して6か月以内

に、熊本県を被告として(熊本県知事が被告の代表者となります。)提起することが

できます。ただし、この通知を受けた日の翌日から起算して60日以内に審査請求を

した場合には、この処分の取消しの訴えは、その審査請求に対する裁決の送達を受

けた日の翌日から起算して6か月以内に提起しなければならないこととされていま

す。  
 
 
 

別記第45号の14様式(第32条の12関係) 

  納税者番号   枝番   

局(所)長 次長 部長 副部長 課長 係長 主査 課員 審査   

入力   

決

裁                 
通知   

軽 油 引 取 税 徴 収 猶 予 伺 

 次の者から別紙のとおり徴収猶予の申請があったので調査したところ、熊本県税条例

第98条の6第2項の規定に該当するものと認められるので、次の納入計画により猶予して

よろしいか。 

 なお、決裁のうえは、別紙により、通知してよろしいか、併せて伺います。 

軽油引取税徴収猶予申請書 

年  月  日  住 所   

 熊本県 地域振興局長 

 熊本県熊本県税事務所長 
 様 

申

請

者 

氏 名
又 は
名 称 印 

 私の    年  月  日までに納入すべき  月分の軽油引取税  円を、次の

納入計画により納入することを誓約しますので、徴収猶予を承認されるよう熊本県税条  
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例第98条の6第1項の規定により申請します。 

実 績 徴 収 猶 予 額 

年 月 
  

徴 収 猶 予

申 請 税 額
 

当 月 分 累 計 

          

          

          

納 入 計 画 

回 数 年 月 日 税 額 残 額 

1       

2       

3       

担 保 受 付 印 

有 無 

備考   

 
 
 
 

別記第45号の14様式の付表(第32条の12関係) 

軽油引取税徴収猶予申請書の付表 

(納期限まで受け取ることができなかったものの明細書) 

住 所   

特別徴収義務者 
氏 名 

又は 

法人名 

印 

売 掛 先 売 掛 数 量 入 金 

住 所 氏 名 
前月まで

の 残 高

当 月 分

引渡数量
計 

当月分

入 金
残 高 

収 入

予 定

年月日 

備考

              ・ ・   

              ・ ・   

              ・ ・   

              ・ ・   

              ・ ・   

              ・ ・   

              ・ ・   

              ・ ・   

              ・ ・   

              ・ ・   

              ・ ・   

              ・ ・   

              ・ ・   

              ・ ・   

              ・ ・    
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              ・ ・   

              ・ ・   

              ・ ・   

              ・ ・   

              ・ ・   

              ・ ・   

              ・ ・   

              ・ ・   

              ・ ・   

              ・ ・   

              ・ ・   
 

 
 
 

別記第45号の15様式(第32条の13関係) 

住 所(所 在 地)   

氏 名(名 称) 印 

  
この申請を担当

す る 者 の 氏 名

及 び 連 絡 先 電話   (  ) 

受 付 

 

 

年  月  日 

 

 熊本県  地域振興局長 

様 

 熊本県熊本県税事務所長 

特
別
徴
収
義
務
者 

登 録 番 号   

軽油引取税徴収不能額等の
還 付(充 当)

納入義務の免除
申請書 

 熊本県税条例第98条の7第1項の規定により、次のとおり軽油引取税の徴収不能額等の 

還 付(充 当) 

納入義務の免除 
を申請します。 

事務所又は事業所の

名 称 及 び 所 在 地
  

事務所又は事業所の

代 表 者 の 氏 名
  

年 度 ・ 月 別 年度   月分から    年度   月分まで 

法 定 納 期 限 年   月   日       

  徴収不能となったもの

引 渡 数 量 リットル

欠減に相当
す る 数 量 リットル

差 引 数 量 リットル

納 入 義 務 免 除

(徴収不能額の還付)

の 申 請 額 の 算 出

税 額 円
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免除(還付を受けようとする税額) 円 

免 除 又 は 還 付 を

受 け よ う と す る

理 由 ・ 明 細

  別添のとおり 

調 査 ・  ・   

決 定 承認・一部承認・却下 

通 知 ・  ・   

添 付 書 類 

 1 申請額の明細表 

 2 免除又は還付を必要とする理由書 

 3 売掛帳の写し 

 4 決算書の写し 

 5 その他必要と認める書類 

処

理

事

項 

台 帳     

 

 
 
 

別記第45号の15様式の付表(第32条の13関係) 

軽油引取税徴収不能額等の
還 付 ( 充 当 ) 

納入義務の免除 
申請の明細表 

 

住 所   
引 渡 先 の 住 所

氏 名 等 
氏 名   業 態   

引 渡 うち入金 差 引 未 収 金 軽 油 引 渡

年 月 日 数 量 代 金 税 額 計 月 日 金 額 代 金 税 額 計 
備 考

・ ・ 
リットル 円 円 円

・ 
円 円 円 円   

・ ・         ・           

・ ・         ・           

・ ・         ・           

・ ・         ・           

・ ・         ・           

・ ・         ・           

・ ・         ・           

・ ・         ・           

・ ・         ・           

・ ・         ・           

・ ・         ・           

・ ・         ・           

・ ・         ・           

・ ・         ・           

・ ・         ・           
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・ ・         ・           

・ ・         ・           

・ ・         ・           

・ ・         ・           
 

 
 
 

別記第45号の16様式(第32条の15関係) 

軽油引取税還付申請書 

    

  
受付印 

  住所又は所在地 

氏名(法人にあっては、名称及び代表者の氏名) 

印 

年  月  日  

 

 熊本県   地域振興局長 

様 

 熊本県熊本県税事務所長 

特
別
徴
収
義
務
者 

この申請を担当する者の氏名及び連絡先 

 

    電話     (   ) 

 地方税法第144条の31第1項の規定により、次のとおり軽油引取税の還付を申請しま

す。 

還 付 申 請 額 円  

引 渡 年 月 日 年   月   日 

引 渡 数 量 リットル  

名 称   

所 在 地   

当
初
の
引
渡
し 

納 入 先 

代 表 者 氏 名   

返 還 年 月 日 年   月   日 

返 還 数 量 リットル  

名 称   

返

還 受 入 先 
所 在 地   

解 除 年 月 日 年   月   日 

販売契約の解除 
解 除 理 由   

申 告 税 額 円  

納 入 済 額 円    年 月申告分

軽 油 引 取 税 
返還を受けた

軽油に係る税額
円  
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 注 1 返還があったこと及び返還された軽油の数量を証する書類を添付すること。 

   2 「納入先」欄には、返還を受けた軽油について、当初の引渡しに係る現実の軽

油の納入を受けた事務所、事業所等の名称、所在地及び代表者氏名を、「受入

先」欄には、返還された軽油を受け入れた申請者の事務所、事業所等の名称及び

所在地を記入すること。 

備考 この様式は、九州各県(沖縄県を除く。以下同じ。)の共通様式ですので、あて先

を書き換えていただければ、九州各県で使用できます。 
 

 
 

別記第45号の17様式(第32条の16関係) 

免税用途使用承認申請書 

年  月  日 

 

 熊本県   地域振興局長 

              様 

 熊本県熊本県税事務所長 

 

住所又は所在地                 

 

氏名又は名称               印 

 

 熊本県税条例第98条の9第1項の規定により証明書類を添付して申請します。 

熊本県税条例第98条の4第4項の規定

により免税証の交付を申請した場合

における当該申請に係る軽油の数量

リットル

  
うち地域振興局長等が交付した

免 税 証 に 係 る 軽 油 の 数 量
リットル

免税軽油以外の軽油を免税用途に

供 す る 必 要 が 生 じ た 事 由
  

免税用途に供した年月日及びその数量 年  月  日      リットル

軽 油 の 販 売 業 者 の 事 務 所 又 は

事業所所在地及び氏名又は名称
  

免税証の交付を申請することが

で き な か っ た 事 由
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備 考 

 
 
 
 
 

別記第45号の18様式(第32条の16関係) 

 

 税第  号 

 

 

 

 

承 認 書 

 

 

 

 

     年  月  日        が         から引き取った軽油

    リットルは、免税用途に供したことを承認します。 

 

 

 

      年  月 

 

 

 

 

 申請者氏名あて 

 

 

 

 

熊本県  地域振興局長

熊本県熊本県税事務所長
印 
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別記第45号の19様式(第32条の17関係) 

軽油引取税納入免除(還付)申請書 

    

  
受付印 

  住所又は所在地 

氏名(法人にあっては、名称及び代表者の氏名) 

印 

年  月  日  

 

 熊本県   地域振興局長 

様 

 熊本県熊本県税事務所長 

特
別
徴
収
義
務
者 

この申請を担当する者の氏名及び連絡先 

 

    電話     (   ) 

 地方税法第144条の31第4項又は第5項の規定により、次のとおり軽油引取税の納入免除

又は還付を申請します。 

納 入 免 除 又 は 還 付 申 請 額 円  

こ の 申 請 に 係 る 軽 油 の

引 渡 し を 行 っ た 年 月 日
年   月   日 

この申請に係る軽油の引渡数量 リットル  

免税軽油使用者に引渡しを行った

者が申請者でない場合の販売業者

の氏名又は名称及び住所又は所在地

  

氏名又は名称   

住所又は所在地   

承 認 年 月 日 年   月   日 

承 認 を 受 け た

免税軽油使用者 

承 認 番 号   

申 告 税 額 円  

納 入 済 額 円    年 月申告分

軽 油 引 取 税 
承認を受けた

軽油に係る税額
円  

そ の 他 参 考 と な る べ き 事 項   
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 注 1 免税軽油使用者が交付を受けた、免税軽油以外の軽油を免税の用途に供したこ

との承認書を添付すること。 

   2 引渡しを行った者が申請者でない場合は、「その他参考となるべき事項」欄に

この申請に至るまでの経緯を記入すること。 

備考 この様式は、九州各県(沖縄県を除く。以下同じ。)の共通様式ですので、あて先

を書き換えていただければ、九州各県で使用できます。 
 

 
 
 

別記第45号の20様式(第32条の18関係) 

提出した免税証  年

月 日 
摘 要

免税軽

油の引

取数量 

累 計
種 類 枚 数 記号番号 

備 考
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別記第46号様式(第32条の18関係) 

使用者証の番号 氏 名 又 は 名 称 住 所 免税機械の種類 型 式 馬 力 数

            
 

年 提出を受けた免税証 年 提出を受けた免税証 

月 日 

免税軽油の

引渡し数量 
累 計 

種類 枚数 記号番号

備 考

月 日

免税軽油の

引渡し数量
累 計

種類 枚数 記号番号 

備 考

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              
 

 
 別記第４７号の２様式及び別記第４７号の２の２様式を次のように改める。 
別記第４７号の２様式及び別記第４７号の２の２様式 削除 
 別記第４７号の３様式を次のように改める。 
別記第４７号の３様式 削除 
 別記第４７号の４様式から別記第４７号の９様式までを削る。 
 別記第４８号様式から別記第５２号様式までを次のように改める。 
別記第４８号様式から別記第５２号様式まで 削除 
               「             「 

自 動 車 税 自 動 車 取 得 税 
 別記第５３号の３様式（裏）中 

自 動 車 取 得 税 

を 

自 動 車 税 

 

                          」            」 
に改める。 
 別記第５５号様式（裏）中「押印業務」を「表示業務」に改める。 
 別記第５７号様式を次のように改める。 
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熊

本

県 

自
動
車
取
得
税 

  

自

動

車

税 

  

証
紙
代
金
収
納
計
器

取
扱
所 

 
  別記第６２号の２様式及び別記第６３号様式中「誤表示に係る収納印の印影」を「誤っ
て表示した収納印」に改める。 
 別記第６７号様式中「自動車税自動車取得税証紙徴収報告書」を「自動車取得税・自動
車税証紙徴収報告書」に、 
 「 

 自 動 車 税 自 動 車 取 得 税  を 

                     」 
 「 

 自 動 車 取 得 税 自 動 車 税 に 改 め る 。 

                     」 
   附 則 
１ この規則は、平成２１年４月１日から施行する。 
２ この規則の施行の際現に存する改正前の様式による用紙は、当分の間、所要の補正を 
 して使用することができる。 
 
 
 
 
 
熊本県訓令第４６号 
                  本庁各部（局）課（総室・室・センター） 
                                    各  地  方  出  先  機  関 
 熊本県税事務取扱規程の一部を改正する訓令を次のように定める。 
  平成２１年３月３１日 
                                                熊本県知事 蒲 島 郁 夫    
   熊本県税事務取扱規程の一部を改正する訓令 
 熊本県税事務取扱規程（昭和４７年熊本県訓令第９号）の一部を次のように改正する。 
 目次中「第７節 削除 
     第８節 自動車税（第７９条―第８５条）」を 
「第７節 自動車取得税（第６６条―第７０条） 
  第７節の２ 軽油引取税（第７１条―第７８条の１６） に、 
 第８節 自動車税（第７９条―第８５条）          」 
「第１１節 自動車取得税（第９２条―第９６条） 
 第１２節 軽油引取税（第９７条―第１２１条）」を 
「第１１節及び第１２節 削除」に改める。 
 第２章第７節を次のように改める。 
    第７節 自動車取得税 
 （自動車取得税申告書及び報告書の取扱い） 
第６６条 自動車税事務所長は、自動車取得税申告書（報告書）（以下この条から第６８ 

 訓  令 
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 条までにおいて「申告書」という。）を受け付けたときは、次に掲げるところにより処 
 理するものとする。 
 (１) 道路運送車両法（昭和２６年法律第１８５号）第７条、第１２条又は第１３条に

規定する自動車の登録申請書（以下この条において「登録申請書」という。）の提示
を求め、申告書の記載事項と照合すること。 

 (２) 課税すべき自動車取得税の課税標準額及び税額その他必要な事項を申告書に補記
すること。 

 (３) 申告書の税額の合計欄に記載した金額と条例第８９条第２項本文及び第１０５条
第４項本文の規定により表示された収納印の額面金額を照合すること。 

 (４) 第１号及び前号の規定により照合した結果符合しないものがあるときは、当該申 
告書の補正を行なわせること。 

 (５) 第１号及び第３号の規定による照合又は前号の規定による補正の結果符合すると
きは、申告書及び登録申請書に受付印（別記第３８号様式）を押印すること。 

 (６) 条例第８９条第２項ただし書の規定により現金の納付を受けたときは、第３号に
規定する処理にかえて、申告書に納税済印（規則別記第５３号の２様式）を押印する
こと。 

 （譲渡担保財産取得申告書の取扱い） 
第６７条 自動車税事務所長は、譲渡担保財産（自動車）取得申告書（兼徴収猶予申請書） 
 （規則別記第３８号様式）の提出があったときは、申告書と照合し、自動車取得税徴収 
 猶予承認・不承認決議書（別記第３９号様式）により処理するものとする。 
２ 自動車税事務所長は、前項の規定による処理により自動車取得税徴収猶予承認・不承 
 認通知書（別記第４０号様式）を作成し、申告者に通知するものとする。 
３ 自動車税事務所長は、法第１２５条第４項の規定により徴収猶予の取消しをするとき 
 は、自動車取得税徴収猶予取消決議書（別記第４１号様式）により決議のうえ、自動車 
 取得税徴収猶予取消通知書（別記第４２号様式）により申告者に通知するものとする。 
 （自動車取得税の納付義務免除） 
第６８条 自動車税事務所長は、自動車取得税還付・免除申請書（返還）（規則別記第４ 
 ０号様式）の提出があったときは、申告書と照合し、自動車取得税納付義務免除承認・ 
 不承認決議書（別記第４３号様式）により決議のうえ、自動車取得税納付義務免除承認 
 ・不承認通知書（別記第４４号様式）により申請者に通知するものとする。 
 （調定の手続） 
第６９条 証紙徴収に係る調定の手続は、自動車取得税、自動車税証紙徴収日計表（別記 
 第４５号様式）及び調定伺（別記第５号様式）により、毎月末日現在において行うもの 
 とする。 
 （更正・決定の手続） 
第７０条 自動車取得税の更正又は決定は、自動車取得税更正、決定決議書（別記第４６

号様式）により行い、自動車取得税更正・決定通知書（規則別記第１４号の２の２の２
様式）により納税義務者に通知し、普通徴収の方法により賦課徴収するものとする。 

 第２章第７節の次に次の１節を加える。 
    第７節の２ 軽油引取税 
 （税歴簿） 
第７１条 局長等は、特別徴収義務者ごとに軽油引取税税歴簿（以下この節において「税

歴簿」という。）を作成するものとする。 
２ 税歴簿の様式及び使用要領は、別に定める。 
 （登録の手続） 
第７２条 局長等は、軽油引取税特別徴収義務者登録申請書（規則別記第４５号の８様式）

の提出があったときは、必要な事項を電算処理するとともに、軽油引取税特別徴収義務
者登録台帳（別記第４７号様式）（以下この条において「登録台帳」という。）に登録
し、県内に事務所又は事業所を有する者に対して、その事務所又は事業所ごとに特別徴
収義務者の証（省令第１６号の１１様式）を交付するものとする。 

２ 局長等は、前項の申請者のうち県内に主たる事務所又は事業所を有する者に、軽油等
受払簿（別記第４８号様式）、軽油引取税納入申告書（省令第１６号の１０様式及び同
様式別表）、軽油引取税納付申告書（省令第１６号の１２様式）、軽油等の受払報告書
（省令第１６号の４１様式及び同様式別表）及び納入（付）書（規則別記第２号様式）
を交付するものとする。 

３ 局長等は、第１項の申請者のうち県外に主たる事務所又は事業所を有する者に、納入
（付）書を交付するものとする。 

４ 局長等は、軽油引取税特別徴収義務者登録変更（消除）申請書（規則別記第４５号様
式）の提出があったときは、必要な事項を電算処理するとともに、登録台帳に変更事項
を記載するものとする。 

５ 局長等は、前項の申請書を提出した者のうち、県内に新たに事務所又は事業所を開業
するものに対し、第１項の規定に準じて、特別徴収義務者の証を交付するものとする。 

 （申告書の取扱い） 
第７３条 局長等は、条例第９８条の３第１項又は第２項の規定により軽油引取税納入申

告書又は軽油引取税納付申告書の提出があったときは、調定をした後、当該納入申告書
又は納付申告書を特別徴収義務者ごとに、税歴簿に編てつし、整理するものとする。 

 （調定の手続） 
第７４条 軽油引取税の調定は、電算処理によって作成される軽油引取税調定決議書及び
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軽油引取税調定明細書に申告書、軽油引取税更正・決定決議書（別記第４９号様式）及
び軽油引取税更正・決定明細書（別記第５０号様式）を添付して行うものとする。 

 （免税軽油使用者証の交付） 
第７５条 局長等は、免税軽油使用者証交付申請書（省令第１６号の１６様式）又は免税

軽油使用者証共同交付申請書（省令第１６号の１７様式）の提出があった場合において、
適当と認めるときは、必要な事項を電算処理するとともに、電算処理によって作成され
る免税軽油使用者証（省令第１６号の１９様式）又は免税軽油共同使用者証（省令第１
６号の２０様式）（以下この節において「免税軽油使用者証」という。）を交付し、免
税軽油使用者台帳（別記第５１号様式）に記載するものとする。 

２ 局長等は、他の都道府県において免税軽油使用者証の交付を受けている者に係る免税
証交付申請先届出書（省令第１６号の２３様式）の写しの提出があったときは、「先届」
と朱書した免税軽油使用者証を交付するものとする。 

３ 局長等は、免税軽油使用者が、免税軽油使用者証の有効期間が終了した後において、
引き続き免税軽油を使用する場合は、更新前の交付番号及び更新回数を付した免税軽油
使用者証を交付するものとする。 

 （免税軽油使用者証の書換等） 
第７６条 局長等は、免税軽油使用者証書換申請書（規則別記第４５号の１２様式）の提

出があったときは、必要な事項を電算処理するとともに、免税軽油使用者証の余白欄（余
白欄がないものは、免税軽油使用者証用紙を継紙とする。）に異動事項を記載し、異動
前の部分は朱線を引いて抹消するものとする。 

 （免税軽油使用者証の再交付） 
第７７条 局長等は、免税軽油使用者証を再交付するときは、必要な事項を電算処理する

とともに、当該免税軽油使用者証に、（再交付）と記載して交付するものとする。 
 （免税証の交付） 
第７８条 局長等は、免税証交付申請書（省令第１６号の２１様式）の提出があったとき

は、免税軽油使用者証と当該交付申請書を照合するとともに、所要数量の算定の基礎と
なるべき免税証交付申請書付表（別記第５２号様式及び別記第５３号様式）の提出を求
め、申請にかかる数量の適否を調査のうえ、第３項の規定により算出した交付数量につ
いて電算処理を行い、当該電算処理によって作成される免税証を交付するものとする。
この場合において、交付印の有効期間は、免税軽油使用者証の有効期間を超えないよう
定めるものとする。 

２ 局長等は、前項の規定により免税証を交付したときは、電算処理によって作成される
軽油引取税免税証交付簿（別記第５４号様式）に免税証の交付を受けた者の受領印を徴
するものとする。 

３ 免税軽油の交付数量の算定は、実地調査により行うものとする。ただし、実地調査が
困難な場合は、別に定めるところにより行うものとする。 

 （免税証の再交付） 
第７８条の２ 局長等は、免税証を再交付するときは、必要な事項を電算処理するととも

に、免税軽油使用者証の裏面に紛失した免税証の数量及び交付年月日を記載し、前条の
規定に準じて交付するものとする。 

 （免税証の紛失の通知） 
第７８条の３ 局長等は、免税軽油使用者又は免税証取扱関係者から、免税証を紛失した

旨の届出があったときは、直ちに次に掲げる事項を本庁に報告するとともに、関係局長
等及び当該免税証に記載されていた販売業者に対し、速やかに当該免税証が無効である
旨の通知をするものとする。 

 (１) 紛失した者の氏名又は名称 
 (２) 紛失した日及び場所 
 (３) 紛失した理由 
 (４) 紛失した免税証の種類、用途、番号及び枚数 
 (５) 紛失した免税証の交付年月日及び有効期間 
 (６) 紛失した免税証に記載されていた販売業者の氏名又は名称 
 （免税軽油使用者証又は免税証の返納等） 
第７８条の４ 局長等は、免税軽油使用者証又は免税証の返納があったときは、必要な事

項を電算処理するとともに、免税軽油使用者証、免税証返納処理簿（別記第５５号様式）、
免税軽油使用者台帳に必要事項を記載するものとする。 

２ 前項の規定により返納された免税証は、無効印を押し、再使用できないよう処理した
うえ、集計表を付して６月間保管しておくものとする。 

３ 局長等は、納入申告書とともに回収した免税証は、使用済印を押印のうえ、前項の規
定に準じて処理するものとする。 

 （免税軽油使用者証及び免税証の焼却等） 
第７８条の５ 局長等は、前条の規定により処理した免税軽油使用者証又は免税証は、６

月を経過した後、焼却・廃棄処分伺により焼却し、免税軽油使用者証、免税証返納処理
簿に記載し、整理するものとする。 

 （地紋等が不鮮明な免税証の返還） 
第７８条の６ 局長等は、免税証の地紋等が不鮮明である免税証及び書損又は汚損した免

税証は焼却・廃棄処分するものとする。 
 （免税軽油使用者に係る関係書類の整理） 
第７８条の７ 局長等は、免税軽油使用者証交付申請書、免税証交付申請書、免税機械等
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の写真その他の添付書類及び各種の調査書を免税軽油使用者ごとに編てつし、免税軽油
使用者（大口消費者）概況表（別記第５６号様式）に添付し、整理しておくものとする。 

 （徴収猶予の取扱い） 
第７８条の８ 局長等は、軽油引取税徴収猶予申請書の提出があった場合において、適当

と認めるときは、必要な事項を電算処理するとともに、申請者に対して軽油引取税徴収
猶予の承認、一部承認、却下通知書（別記第５７号様式）により通知し、関係諸帳簿を
整理するものとする。 

２ 徴収猶予に係る取扱いは、前項の規定によるほか、別に定めるところにより行うもの
とする。 

 （徴収不能額等の還付又は納入義務免除の手続） 
第７８条の９ 局長等は、軽油引取税徴収不能額等の還付（充当）、納入義務の免除申請

書（規則別記第４５号の１５様式）の提出があった場合において、適当と認めるときは、
必要な事項を電算処理するとともに、申請者に対して軽油引取税徴収不能額等の還付
（充当）、納入義務の免除承認、一部承認、申請却下通知書（別記第５８号様式）によ
り申請者に通知するものとする。 

 （特別徴収義務者の調査等） 
第７８条の１０ 局長等は、特別徴収義務者に係る精密調査を原則として年１回以上行う

ものとする。 
２ 前項の調査は、軽油引取税調査書（特別徴収義務者）（別記第５９号様式）及び軽油

引取税月別明細表（別記第６０号様式）に基づき、月別集計表（別記第６１号様式）及
び明細（書抜）表（別記第６２号様式）を作成して行うものとする。 

３ 局長等は、前項の調査資料を税歴簿に編てつし、整理しておくものとする。 
 （特別徴収義務者等の在庫数量調査） 
第７８条の１１ 局長等は、特別徴収義務者及び石油製品販売業者に係る在庫数量調査を

必要に応じ行うものとする。 
２ 前項の調査は、月別在庫数量調べ（別記第６３号様式）及び軽油引取税在庫識別剤調

査書（別記第６３号の２様式）により行うものとする。 
 （石油製品販売業者等の抜取検査） 
第７８条の１２ 局長等は、石油製品販売業者、自動車保有者等に係る抜取検査（軽油そ

の他の石油製品を採取し、軽油識別剤定性分析試験及び比重測定を行う調査をいう。以
下この条において同じ。）を必要に応じ行うものとする。 

２ 局長等は、抜取検査により軽油識別剤定量分析試験を要すると認められるものについ
ては、見本品を採取し、これを行うものとする。 

３ 石油製品販売業者及び特別徴収義務者に係る抜取検査は、軽油引取税在庫識別剤調査
書（別記第６３号の２様式）により行うものとする。 

４ 自動車保有者に係る抜取検査は、自動車保有者調査書（別記第６３号の３様式）によ
り行うものとする。 

 （自動車保有状況等の把握） 
第７８条の１３ 局長等は、軽油引取税自動車台帳（別記第６３号の４様式）を作成し、

自動車の保有状況及び軽油等の貯蔵設備の保有状況を常に把握しておくものとする。 
 （免税軽油使用者の調査） 
第７８条の１４ 局長等は、免税軽油使用者に係る調査を必要に応じ行うものとする。 
２ 前項の調査は、免税軽油使用者調査書（別記第６３号の５様式）により行うものとす

る。 
 （更正・決定の処理） 
第７８条の１５ 軽油引取税の更正又は決定は、電算処理によって作成される軽油引取税

更正・決定決議書（別記第４９号様式）（以下この条において「決議書」という。）及
び軽油引取税更正・決定明細書（別記第５０号様式）（以下この条において「明細書」
という。）に、特別徴収義務者にあっては税歴簿、その他の者にあっては軽油引取税調
査書（特別徴収義務者）、軽油引取税在庫識別剤調査書、自動車保有者調査書、免税軽
油使用者調査書その他必要と認められる帳票を添えて行い、直ちに電算処理によって作
成される軽油引取税更正・決定通知書（規則別記第１４号の２の３様式）（以下この条
において「通知書」という。）により特別徴収義務者又は軽油引取税を申告納付すべき
納税者に通知するものとする。 

２ 局長等は、前項の規定により更正又は決定を行ったときは、決議書及び明細書の写し
を、特別徴収義務者に係るものについては税歴簿に、その他の者に係るものにあっては
前項に掲げる各調査書等のつづりにとじ合わせて整理するものとする。 

３ 申告書が提出期限後に提出された場合における不申告加算金の決定は、決議書及び明
細書により行い、通知書により特別徴収義務者又は軽油引取税を申告納付すべき納税者
に通知するものとする。 

 （軽油引取税の諸様式） 
第７８条の１６ 局長等は、第７１条から前条までに規定する様式のほかに、次に掲げる

諸帳票を作成し、整理するものとする。 
 (１) 混合軽油受払簿（別記第６３号の６様式） 
 (２) 自動車燃料油消費簿（別記第６３号の７様式） 
 (３) 軽油引取税保証書（別記第６３号の８様式） 
 (４) 調査概況書（別記第６３号の９様式） 
 第７９条中「（以下この条において「申告書」という。）を受け付けたときは、次の各
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号の定めるところにより」を「の提出があったときは、第６６条の規定に準じて」に改め、
同条各号を削る。 
 第８１条第２項中「自動車税・自動車取得税証紙徴収日計表（別記第６５号様式）」を
「自動車取得税、自動車税証紙徴収日計表（別記第４５号様式）」に改める。 
 第２章第１１節及び第１２節を次のように改める。 
    第１１節及び第１２節 削除 
第９２条から第１２１条まで 削除 
 第１４３条第１項第４号中「第７００条の１６第４項（法第７００条の１９第５項」を
「第１４４条の２２第４項（法第１４４条の２５第５項」に改める。 
 第１５３条第１項中「第７００条の２１第１項後段」を「第１４４条の２９第１項後段」
に改める。 
 別記第３８号様式から別記第６３号様式までを次のように改める。 
 
 
別記第３８号様式（第６６条関係） 

  

  

 

別記第39号様式(第67条関係) 

自動車取得税徴収猶予承認・不承認決議書 

起 案   所長 次長 課長 参事 主査

決 裁   

施 行   
          

住 所 

取 得 者 

氏 名 

登 録
(車 輛) 番号 

登録(届出)
年 月 日 

車台
番号 車名 

年 式
型 式 譲 渡 し た 者 

            

区 分 課税標準額 税 額   合 計 金 額 

既 決 定 分         
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免 除 承 認
徴収猶予不承認

額         

担 保 設 定 年 月 日   

弁 済 予 定 年 月 日   

徴 収 猶 予 期 限     

設 定 者 

(住所・氏名・名称) 
  

備

考 

  

 

 

 

別記第40号様式(第67条関係) 

自動車取得税徴収猶予承認・不承認通知書 

第  号 

年  月  日 

  住 所 

  氏 名     様 

熊本県自動車税事務所長 印 

登 録 

(車 両) 
番 号 

登 録 (届 出)

年 月 日 
車 台 番 号 車 名 

        

取得(登録・届出)年月日 年     月     日  

徴収猶予承認・不承認額   

徴 収 猶 予 期 限 年     月     日  

備

考 
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      年  月  日申請のあった自動車取得税の徴収猶予については、上記のと

おり徴収猶予を承認する(しない)こととしましたので、通知します。 

教

示 

1 この処分について不服があるときは、この通知を受けた日の翌日から起算して6

0日以内に、行政不服審査法第4条の規定により熊本県知事に対して審査請求をする

ことができます。 

  なお、審査請求書(2通)は知事あてにして、当事務所を経由して提出してくださ

い。 

2 この処分の取消しの訴えは、この処分についての審査請求に対する裁決の送達を

受けた日の翌日から起算して6か月以内に、熊本県を被告として(熊本県知事が被告

の代表者となります。)提起することができます。 

  なお、この処分の取消しの訴えは、この処分についての審査請求に対する裁決

を経た後でなければ提起することができませんが、次の(1)から(3)までのいずれか

に該当するときは、裁決を経ないでも提起することができます。 

 (1) 審査請求があった日から3か月を経過しても裁決がないとき。 

 (2) 処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急

の必要があるとき。 

 (3) その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき。 
 

 

 

別記第41号様式(第67条関係) 

自動車取得税徴収猶予取消決議書 

起 案   所長 次長 課長 参事 主査

決 裁   

施 行   
          

住 所 納 税 者

(取 得 者) 氏 名 

登 録
(車 輛) 番号 

登 録 (届出)
年 月 日

車台番号 車 名 
年 式
型 式 

          

徴収猶予通知年月日   

徴 収 猶 予 期 限   
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徴 収 猶 予 税 額   

徴収猶予取消税額   

取 消 し の 理 由   

備

考 

  

 

 

 

別記第42号様式(第67条関係) 

自動車取得税徴収猶予取消通知書 

第  号 

年  月  日 

  住 所 

  氏 名     様 

熊本県自動車税事務所長 印 

登 録 

(車 両) 
番 号 

登 録 (届 出)

年 月 日 
車 台 番 号 車 名 

        

徴収猶予通知年月 日   

徴 収 猶 予 税 額   

徴 収 猶 予 取 消 税 額   

理 由 

  

備 考 

  

  地方税法第125条第4項の規定により、上記のとおり徴収猶予を取り消すこととしま
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したので直ちに納付してください。 

教

示 

1 この処分について不服があるときは、この通知を受けた日の翌日から起算して6

0日以内に、行政不服審査法第4条の規定により熊本県知事に対して審査請求をする

ことができます。 

  なお、審査請求書(2通)は知事あてにして、当事務所を経由して提出してくださ

い。 

2 この処分の取消しの訴えは、この処分についての審査請求に対する裁決の送達を

受けた日の翌日から起算して6か月以内に、熊本県を被告として(熊本県知事が被告

の代表者となります。)提起することができます。 

  なお、この処分の取消しの訴えは、この処分についての審査請求に対する裁決

を経た後でなければ提起することができませんが、次の(1)から(3)までのいずれか

に該当するときは、裁決を経ないでも提起することができます。 

 (1) 審査請求があった日から3か月を経過しても裁決がないとき。 

 (2) 処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急

の必要があるとき。 

 (3) その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき。 
 

 

 

 

別記第43号様式(第68条関係) 

自動車取得税納付義務免除承認・不承認決議書 

起 案   所長 次長 課長 参事 主査

決 裁   

施 行   
          

住 所 

取 得 者 

氏 名 

登 録
(車 輛) 番号 

登 録 (届出)
年 月 日

車台番号 車 名 
年 式
型 式 

          

区 分 課税標準額 税 額   合 計 金 額 

申 告 納 付 額         

免除 承 認 
不承認 

額         

自動車の取得年月日   
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自動車の返還年月日   

返 還 を 受 け た

販 売 業 者
  

備

考 

  

 

 

 

別記第44号様式(第68条関係) 

自動車取得税納付義務免除承認・不承認通知書 

第  号 

年  月  日 

  住 所 

  氏 名     様 

熊本県自動車税事務所長 印 

登 録 

(車 両) 
番 号 

登 録 (届出)

年 月 日 
車 台 番 号 車 名 

        

申 告 税 額   

免 税 税 額   

納 付 す べ き 税 額   

備

考 

  

      年  月  日申請のあった自動車取得税の納付義務の免除については、上

記のとおり承認する(しない)こととしましたので通知します。 
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教

示 

1 この処分について不服があるときは、この通知を受けた日の翌日から起算して6

0日以内に、行政不服審査法第4条の規定により熊本県知事に対して審査請求をする

ことができます。 

  なお、審査請求書(2通)は知事あてにして、当事務所を経由して提出してくださ

い。 

2 この処分の取消しの訴えは、この処分についての審査請求に対する裁決の送達を

受けた日の翌日から起算して6か月以内に、熊本県を被告として(熊本県知事が被告

の代表者となります。)提起することができます。 

  なお、この処分の取消しの訴えは、この処分についての審査請求に対する裁決

を経た後でなければ提起することができませんが、次の(1)から(3)までのいずれか

に該当するときは、裁決を経ないでも提起することができます。 

 (1) 審査請求があった日から3か月を経過しても裁決がないとき。 

 (2) 処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急

の必要があるとき。 

 (3) その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき。 
 

 

 

別記第45号様式(第69条、第81条関係) 

(表) 

自動車取得税

自 動 車 税
証紙徴収日計表 

所 長 次 長 課 長 参 事 主 査 
  

決
裁           

  

  年   月   日   

区 分 税 額 件 数 

普 通   

軽   
申
告
額 

小      計   

計 器 分   徴
収
額 現    金     分   

自

動

車

取

得

税 

差    引    額  

申     告     額   

計 器 分   徴
収
額 現 金 分   

自
動
車
税 

差    引    額   
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申     告     額   

計 器 分   徴
収
額 現   金   分   

合

計 差    引    額   

  取扱者 印 

  
 

 

 

 (裏) 

参 事 課 員 分

室 

    

新 規 転入 非課税 
移 転
変 更

まっ消 転 出 計 申告件数登

録

件

数 

    
(   )

          

        嘱
託
勤
務
者 

        

適

用 
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別記第46号様式(第70条関係) 

所長 次長 課長 係長 主査 係員 調 査 者 年 月 日起案

年 月 日決裁
            

印 年 月 日通知

 

自 動 車 取 得 税
更 正

決 定
決 議 書 

整理

番号 
 

 

車 両 番 号 
取 得
年月日 

登録(届出)
年 月 日

車名
年式
型式

車台
番号

区 分 種別 用 途

  ・ ・ ・ ・       自・営     

登録(届出)

区 分 

取 得

原 因 
定 置 場 

住 所

(所在地)
  

      

納
税
義
務
者 

氏 名

(名 称)
  

更正、決定額 申告、修正額 差引過不足額 

課 税
標準額 税率 税額

課 税
標準額 税 額

課 税
標準額 税 額

過少 申告
不 申 告
重加 算金 

納付す
べ き
合計額 

円   円 円 円 円 円 円 円

調 定 年 月 日 指 定 納 期 限 徴 収 台 帳 記 載   

・  ・ ・  ・ 

処 理

区 分     

調

査

内

容 

  

更
正
決
定
の
理
由 

  

 



 平成 21年 3月 31 日 火曜     熊 本 県 公 報         号外 第 5号の 2 62 

別記第47号様式(第72条関係) 

軽 油 引 取 税 特 別 徴 収 義 務 者 登 録 台 帳 

登 録

番 号 

申 請 年 月 日

証票交付年月日 

氏 名

又 は 氏 名 

施 設 の 所 在 地

現 住 所

元売業者又は

本 店 の 名 称
事 業 の 内 容 

    
  

  
  

  
    

    
  

  
  

  
    

    
  

  
  

  
    

    
  

  
  

  
    

    
  

  
  

  
    

    
  

  
  

  
    

    
  

  
  

  
    

  

 

別記第48号様式(第72条関係) 

軽 油 等 受 払 簿 

受 入 払 出 免 税 証 
 年

月日 

摘 要 

元

丁 
元売業者
からの引
取(本店
からの受
入) 

その他の

引 取

課 税

軽 油

免 税

軽 油
混合用

支店営

業所等

への払

出 

差 引

在 庫 量 

種 類 枚数 備 考
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別記第49号様式(第74条、第78条の15関係) 

                

決

裁 

                

 

軽 油 引 取 税 更 正 ・ 決 定 決 議 書 

 

起 案 日      年  月  日

決 裁 日      年  月  日

通 知 日      年  月  日

指定納期限      年  月  日

 

 別添明細書のとおり課税標準量、税額を(再)更正・決定し、加算金を決定してよろしいか。 

 なお、御決裁のうえは、次案のとおり通知してよろしいか併せて伺います。 

納 税 者 番 号     

住所(所在地)   

特別徴収義務者

又 は 納 税 者 

氏名(名 称)   

参 考 

区 分 再更正・更正・決定額等 既に納入(付)の確定した額等 差引過不足税額等 

課税標準量 (L)       納

入 税 額 (円)     ① 

課税標準量 (L)       

本

税 

納

付 税 額 (円)     ② 

区 分 対象税額(円) 率(％) 加算金額(円) 既納付確定額(円) 差引過不足額(円) 

過少申告加算金 

(  加重対象分 
        

③ 

④      ) 

納 入 (付) すべき

合 計 額 

①＋②＋③＋④＋⑤＋⑥
加

算
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不 申 告 加 算 金         ⑤ 金 

重 加 算 金         ⑥ 

 

件 数   
根 拠

法 令
  

備 考   

 (注) この様式中不要の文字は、使途に従い抹消すること。  

 

 

 

別記第50号様式(第74条、第78条の15関係) 

軽 油 引 取 税 更 正 ・ 決 定 明 細 書 

納税者番号 住所(所在地)   
対象年月(日) 

［区 分］ 
  

特別徴収義務者

ま た は 納 税 者 
氏名(名 称)   

再更正額等、更正額等、決定額等 既に納入(付)の確定した額等 差引過不足税額等 

課税標準量 (L) 税 額(円) 課税標準量 (L) 税 額(円) 課税標準量 (L) 税 額(円)① 
本

税 

            

区 分 対象税額(円) 率(％) 加算金額(円) 既納付確定額(円) 差引過不足額(円) 

過少申告加算金

( 加重対象分
        

② 

③       ) 

不申告加算金         ④ 

  納入(付)

すべき額 

 

①＋②＋③＋④＋⑤

加

算

金 

重 加 算 金         ⑤ 

調 査 日  ． ． 申告書提出期限  ． ．

・ ・ 

 

納入・納付 

更 正 請 求 日 
還付免除申請日 

 ． ． 申 告 書 提 出 日  ． ．

根拠

法令
  

(円)

再更正額等、更正額等、決定額等 既に納入(付)の確定した額等 差引過不足税額等 

課税標準量 (L) 税 額(円) 課税標準量 (L) 税 額(円) 課税標準量 (L) 税 額(円)① 
本

税 

            

区 分 対象税額(円) 率(％) 加算金額(円) 既納付確定額(円) 差引過不足額(円) 

過少申告加算金

( 加重対象分
        

② 

③       ) 

不申告加算金         ④ 

  納入(付)

すべき額 

 

①＋②＋③＋④＋⑤

加

算

金 

重 加 算 金         ⑤ 

調 査 日  ． ． 申告書提出期限  ． ．

・ ・ 

 

納入・納付 

更 正 請 求 日 
還付免除申請日 

 ． ． 申 告 書 提 出 日  ． ．

根拠

法令
  

(円)

再更正額等、更正額等、決定額等 既に納入(付)の確定した額等 差引過不足税額等 

課税標準量 (L) 税 額(円) 課税標準量 (L) 税 額(円) 課税標準量 (L) 税 額(円)① 
本

税 

            

区 分 対象税額(円) 率(％) 加算金額(円) 既納付確定額(円) 差引過不足額(円) 

過少申告加算金

( 加重対象分
        

② 

③       ) 

不申告加算金         ④ 

  納入(付)

すべき額 

 

①＋②＋③＋④＋⑤

加

算

金 

重 加 算 金         ⑤ 

調 査 日  ． ． 申告書提出期限  ． ．

・ ・ 

 

納入・納付 

根拠

(円)
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更 正 請 求 日 
還付免除申請日 

 ． ． 申 告 書 提 出 日  ． ．
法令

再更正額等、更正額等、決定額等 既に納入(付)の確定した額等 差引過不足税額等 

課税標準量 (L) 税 額(円) 課税標準量 (L) 税 額(円) 課税標準量 (L) 税 額(円)① 
本

税 

            

区 分 対象税額(円) 率(％) 加算金額(円) 既納付確定額(円) 差引過不足額(円) 

過少申告加算金

( 加重対象分
        

② 

③       ) 

不申告加算金         ④ 

  納入(付)

すべき額 

 

①＋②＋③＋④＋⑤

加

算

金 

重 加 算 金         ⑤ 

調 査 日  ． ． 申告書提出期限  ． ．

・ ・ 

 

納入・納付 

更 正 請 求 日 
還付免除申請日 

 ． ． 申 告 書 提 出 日  ． ．

根拠

法令
  

(円)

 

 

 

別記第51号様式(第75条関係) 

免 税 軽 油 使 用 者 台 帳 

住 所 更 新 (更新年月日・有効期間) 使 用

者 証

番 号 氏 名 

業

種 

交付年月日

(有効期間) 更 1 更 2 更 3 更 4 更 5 

備 考

(紛失・返納等) 

単 独 

共 同 

    

・ ・ 

・ ・ 

・ ・ 

・ ・ 

・ ・ 

・ ・ 

・ ・ 

・ ・ 

・ ・ 

・ ・ 

・ ・ 

・ ・ 

・ ・ 

・ ・ 

・ ・ 

・ ・ 

・ ・ 

・ ・ 

  

単 独 

共 同 

    

・ ・ 

・ ・ 

・ ・ 

・ ・ 

・ ・ 

・ ・ 

・ ・ 

・ ・ 

・ ・ 

・ ・ 

・ ・ 

・ ・ 

・ ・ 

・ ・ 

・ ・ 

・ ・ 

・ ・ 

・ ・ 

  

単 独 

共 同 

    

・ ・ 

・ ・ 

・ ・ 

・ ・ 

・ ・ 

・ ・ 

・ ・ 

・ ・ 

・ ・ 

・ ・ 

・ ・ 

・ ・ 

・ ・ 

・ ・ 

・ ・ 

・ ・ 

・ ・ 

・ ・ 

  

単 独 

共 同 

    

・ ・ 

・ ・ 

・ ・ 

・ ・ 

・ ・ 

・ ・ 

・ ・ 

・ ・ 

・ ・ 

・ ・ 

・ ・ 

・ ・ 

・ ・ 

・ ・ 

・ ・ 

・ ・ 

・ ・ 

・ ・ 

  

単 独 

共 同 

    

・ ・ 

・ ・ 

・ ・ 

・ ・ 

・ ・ 

・ ・ 

・ ・ 

・ ・ 

・ ・ 

・ ・ 

・ ・ 

・ ・ 

・ ・ 

・ ・ 

・ ・ 

・ ・ 

・ ・ 

・ ・ 

  

 

 

 

別記第52号様式 (その1)(第78条関係) 

免 税 証 交 付 申 請 書 付 表 1 

(免税証使用実績報告書) 

年  月分
免税軽油使用者
氏 名 又 は 名 称 (使用者証番号   )

機 械 名 No. No. No. No. No. 

日 
軽 油 の
購 入 量 

稼動
時間 

給油
数量 

稼動
時間

給油
数量

稼動
時間

給油
数量

稼動
時間

給油
数量 

稼動
時間 

給油
数量

1                       

2                       

3                       

4                       

5                        
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6                       

7                       

8                       

9                       

10                       

11                       

12                       

13                       

14                       

15                       

16                       

17                       

18                       

19                       

20                       

21                       

22                       

23                       

24                       

25                       

26                       

27                       

28                       

29                       

30                       

31                       

計                       

稼 動 日 数           

前月末軽油残量   当月末軽油残量   
 

 

 

別記第52号様式 (その2)(第78条関係) 

免 税 証 交 付 申 請 書 付 表 1 

(免税証使用実績報告書) 

免税軽油使用者
氏 名 又 は 名 称 (使用者証番号   ) 機械名

  

  月 月 月 月

日 

購入
数量 

稼動
時間 

給油
数量 

購入
数量 

稼動
時間

給油
数量

購入
数量

稼動
時間

給油
数量

購入
数量 

稼動
時間 

給油
数量

1                         

2                         

3                         

4                          
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5                         

6                         

7                         

8                         

9                         

10                         

11                         

12                         

13                         

14                         

15                         

16                         

17                         

18                         

19                         

20                         

21                         

22                         

23                         

24                         

25                         

26                         

27                         

28                         

29                         

30                         

31                         

計                         

稼動日数         

前期末軽油残量   当期購入数量累計   当期稼動時間累計   

今期末軽油残量   当期給油数量累計   当期稼動日数累計   
 

 

 

別記第53号様式 (別記第78条関係) 

免 税 証 交 付 申 請 書 付 表 2   (軽油購入量明細書) 

住所又は所在地   免税軽油

使 用 者 氏 名 又 は 名 称 (使用者証番号     ) 

前  か月の軽油の購入量は、下記のとおりです。 

免 税 軽 油 課 税 軽 油 

使 用 免 税 証 購 入

年月日 
購 入 数 量 

種類(l券) 枚数 記 号 番 号 

購 入

年月日 
購 入 数 量
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計         計   

 上記のとおり相違ないことを証明します。 

軽 油 販 売 店
所 在 地
名 称 印

年  月  日

熊本県  地域振興局長 

熊本県熊本県税事務所長 
様 この証明に応答す

る者の氏名(自署)   

 

 

 
別記第54号様式(第78条関係) 

 

軽 油 引 取 税 免 税 証 交 付 簿 

 

使 用 者 証 番 号   業種       

氏 名 又 は 名 称
  

受領印 使用者

住所又は所在地
  

 下記のとおり免税証を受領しました。   受領日   年 月 日 

 

  免税証有効期間   年  月  日～  年  月  日 

 

  交付数量              リットル 

  

  

  

 

交 付 免 税 証 内 訳 

1 5 10 18 20 50 100 200 500 1000 5000 10000 
合 計 

枚数 枚数 枚数 枚数 枚数 枚数 枚数 枚数 枚数 枚数 枚数 枚数 枚数 

販売業者の氏名又は名称 

 

販売業者の住所又は所在地 
番号 番号 番号 番号 番号 番号 番号 番号 番号 番号 番号 番号 番号 

数量 

(リットル)

備 考
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別記第55号様式(第78条の4関係) 

免 税 軽 油 使 用 者 証

免 税 証
 返 納 処 理 簿 

 

返 納 処 分 

免税軽油使用者 記号及番号 処 分 者 
年月日 

番号 氏 名 
種類 

記
号

番号 記
号

番号 
枚数 

局(所)

長 
次長 部長 副部長 課長 係長 年月日

氏 名 印 

立会

者印 
処 分 方 法 

・ ・     
リットル
券                      ・ ・         

・ ・                            ・ ・         

・ ・                            ・ ・         

・ ・                            ・ ・         

・ ・                            ・ ・         

・ ・                            ・ ・         

・ ・                            ・ ・         

・ ・                            ・ ・         

・ ・                            ・ ・         

・ ・                            ・ ・         

・ ・                            ・ ・         

 

 

 

別記第56号様式(第78条の7関係) 

免税軽油使用者(大口消費者)概況表 

免税軽油
使用者証 

第 号 
住 所

(所在地)
  

業 態   現 場   

氏 名

(名称)
TEL(   ) 

区分 
種別 No.1 No.2 No.3 No.4 No.5 No.6 

機械車輛又は
設 備 の 名 称             

型 式             

軸 馬 力             

用 途             

承 認 年 月 日 
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・  
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年 月 日 
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 異

動 事 由             

算 定 基 準 量             

/   /   /   /   /   /   

/   /   /   /   /   /   

/   /   /   /   /   /   

/   /   /   /   /   /   

/   /   /   /   /   /   

/   /   /   /   /   /   

/   /   /   /   /   /   

/   /   /   /   /   /   

免 税 証 交 付

状 況 

交付年月日 
交 付 数 量 

/   /   /   /   /   /   

年月日 事 項 記入者印 年月日 事 項 記入者印

            

            

            

調

査

事

項 
            

 

 

 

別記第57号様式(第78条の8関係) 

軽油引取税徴収猶予の

承 認

一部承認

却 下

通知書 

第     号 

年  月  日 

 

 特別徴収義務者 

 

 

               様 

熊本県  地域振興局長  

熊本県熊本県税事務所長  
印   
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     年  月  日付けで申請があった軽油引取税の徴収猶予については、次の

とおり承認・一部承認・却下したので通知します。 

実 績 年 月 法 定 納 期 限 税 額 (円) 
申 請 

年  月  年  月  日    

承 認 期 間 承認額 (円) 

    

    
承 認 

    

却下額 (円) 
却 下 

一部承認又は却下する場合の理由 

  

教 示 

1 この処分について不服があるときは、この通知を受けた日の翌日から起算し
て60日以内に、行政不服審査法第4条の規定により熊本県知事に対して審査請
求をすることができます。 

  なお、審査請求書(2通)は知事あてにして、当地域振興局(県税事務所)を経
由して提出してください。 

2 この処分の取消しの訴えは、この処分についての審査請求に対する裁決の送
達を受けた日の翌日から起算して6か月以内に、熊本県を被告として(熊本県知
事が被告の代表者となります。)提起することができます。 

  なお、この処分の取消しの訴えは、この処分についての審査請求に対する
裁決を経た後でなければ提起することができませんが、次の(1)から(3)までの
いずれかに該当するときは、裁決を経ないでも提起することができます。 

 (1) 審査請求があった日から3か月を経過しても裁決がないとき。 
 (2) 処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる著しい損害を避けるため

緊急の必要があるとき。 
 (3) その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき。 

  

 

 

別記第58号様式(第78条の9関係) 

軽油引取税徴収不能額等の 
還 付 ( 充 当 )

納入義務の免除

承 認

一 部 承 認

申 請 却 下

通知書 

第  号 

年  月  日 

  特別徴収義務者 

              様 

熊本県  地域振興局長 

熊本県熊本県税事務所長 
印 
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    年  月  日付けで申請があった軽油引取税徴収不能額等の 
還 付 (充 当 )

納入義務の免除

については、次のとおり承認・一部承認・申請却下することとしましたので通知します。

 

年 度 ・ 月 別 年度   月分から   年度   月分まで 

法 定 納 期 限 年      月      日   

申 告 

納 入 
年 月 日 年      月      日   

  申 請 額(数量) 承 認 す る も の 

数 量 
リットル リットル

納 入 義 務 免 除

の承認額(数量)

の 算 出 
税 額 

円 円

一部承認又は申請却下する場合の理由
  

教

示 

 1 この処分について不服があるときは、この通知を受けた日の翌日から起算して

60日以内に、行政不服審査法第4条の規定により熊本県知事に対して審査請求を

することができます。 

   なお、審査請求書(2通)は知事あてにして、当地域振興局(県税事務所)を経由

して提出してください。 

 2 この処分の取消しの訴えは、この処分についての審査請求に対する裁決の送達

を受けた日の翌日から起算して6か月以内に、熊本県を被告として(熊本県知事が

被告の代表者となります。)提起することができます。 

   なお、この処分の取消しの訴えは、この処分についての審査請求に対する裁

決を経た後でなければ提起することができませんが、次の(1)から(3)までのいず

れかに該当するときは、裁決を経ないでも提起することができます。 

  (1) 審査請求があった日から3か月を経過しても裁決がないとき。 

  (2) 処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる著しい損害を避けるため緊

急の必要があるとき。 

  (3) その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき。 
 

 

 

 

別記第59号様式(第78条の10関係) 

(表) 

局(所)長 次 長 部 長 副 部 長 課 長 係 長 主 査 課 員
決

裁                 
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軽油引取税調査書(特別徴収義務者) 

自  ・  ・ 調 査

年月日
・  ・ 

調査対

象期間 至  ・  ・ 

調 査 者

職 氏 名
印 

所在地   調査場所   

名 称   立 会 人   

義

務

者 

特

別

徴

収 

代表者

氏 名 
  系 列   

メーター

セールス 
有 無

調 査 事 項 申 告 額 調 査 額 増 差 額 算 出 の 基 礎 

期 首 在 庫 イ       

元 売 業 者       

特 約 業 者       

社 内 転 受       

返 還       

        

        

引

取

数

量 

計    ロ       

メーターセールス       

そ の 他       
引渡

数量 計    ハ       

課 税 除 外       

輸 出       

課 税 済       

免 税 証       

        

課
税
対
象
外
数
量 計    ニ       

引

渡

数

量 
差 引 計 ( ハ － ニ ) ホ       

欠 減 量 ホ ×
100

       

課 税 標 準 量       

  

税 額       調 査 結 果

自己消費 課税標準量       

混 和 製 造 軽 油       

ブ
レ
ン
ド 

自
己
消
費 計    ヘ       
数
量 税 額       

期末在庫イ＋ロ－ハ－ヘ       

1 申告是認 

2 更正・決定処分 

3 指導改善を要す 
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 (裏) 

  調 査 て ん 末 

① 元売からの引取数量または社内転受数量は適正か(受払簿と元売調査資料の照合) 

  

② 課税済軽油または返還軽油の引取数量は適正か 

  

③ 原始記録(売上日報・請求書等)と受払簿の記帳は一致するか 

  

④ 社内転送・自己消費・混和軽油数量は適正か 

  

⑤ 品転・空転・預り処理・もどし処理はどうしているか 

  

⑥ 申告在庫数量と実在庫数量は一致するか 

  

⑦ 代行給油・被代行軽油関係の処理はどうしているか 

  

⑧ 免税証と免税軽油の受払処理は適正か 

  

⑨ 大口消費者に対する軽油・灯油の引渡しに問題はないか 

  

⑩ その他 

  

 

 
別記第60号様式(第78条の10関係) 

名 称   

軽 油 引 取 税 月 別 明 細 表   

特 別 徴 収

義 務 者 所在地   
 

申 告 額 調 査 額 増 減 額 

期首(月初)在庫量   期首(月初)在庫量   申 告 納 入 申 告 納 付

左のうち課税対象外 申 告 納 入 申 告 納 付 左のうち課税対象外 申 告 納 入 申告納付 

月

別 

引 取

数 量 

引 渡

数 量 
課 税
済 

免税証
その他 

計 
差引計

欠減

量 
課 税
標準量

税 額 
課 税
標準量

税 額

引 取

数 量

引 渡

数 量
課 税
済

免税証
その他

計 
差引計

欠減

量
課 税
標準量

税 額
課 税
標準量

税 額 

課 税

標準量
税 額 

課 税

標準量
税 額
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計                                                 

 期末(月末)在庫量   期末(月末)在庫量              

 

備

考 

    

 

 

 

別記第61号様式(第78条の10関係) 

義 務 者 名   

調 査 先   

調 査 書 類   

調査年月日 年  月  日

             月別集計表 調査者氏名   
 

月 

. . . . . . . . . . . . . . . 

. .

. .
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摘

要 

. . . . . . . . . . . . . . . 
 

 

 

別記第62号様式(第78条の10関係) 

義 務 者 名   

調 査 先   

調 査 書 類   

調査年月日 年   月   日

           明細(書抜)表 調査者氏名   
 

            
  

            

1 
 .  .  .  .  .  . 

2             

3             

4             

5             

6             

7             

8             

9             

10             

11             

12             

13             

14             

15             

16             

17             

18             

19             
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20             

21             

22             

23             

24             

25             

26             

27             

28             

29             

30             

31             

計  .  .  .  .  .  .  
 

 

 

別記第63号様式(第78条の11関係) 

月 別 在 庫 数 量 調 べ 

特別徴収義務者名           

販 売 店 名           

当 月 中 月

別 

月初在庫 

(イ) 
受入れ 

(ロ) 
払出し

(ハ)

当月末在
庫イ＋ロ
－ハ 

(ニ)

当月末帳簿
在庫量(申
告書数量)

(ホ)

増減数量 

ニ－ホ 
摘 要 
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計               

平均               

特

記

事

項 

  

 

 

 

別記第63号の2様式(第78条の11、第78条の12関係) 

局(所)長 次 長 部 長 副部長 課 長 係 長 主 査 課 員決

裁 

                

軽油引取税在庫識別剤調査書 

調 査
年月日 ・ ・ 

時  分から
時  分まで

調査者
職氏名 印  

住 所
(所在地)   

調 査
場 所   

氏 名
(名 称)   

立会人
氏 名 印  

販

売

店 
特
約
業
者 代 表 者

氏 名   系 列   

検査対象の軽油等の仕入の状況 

種 別 仕 入 年 月 日 商流上の仕入先 物流上の仕入先 仕 入 数 量 

          
          

比 重 検 査 
種 別 

温度 測定比重 換算比重 適否
定性分析
の 適 否

定量分析
の 要 否

資料
番号

試験
月日 

定量分析結果

                ％
                 ％

在 庫 量 調 査 

区分 ドラム 地下タンク     計 

調 査 日 現 在
在 庫 量   ( イ )  ℓ  ℓ  ℓ  ℓ   ℓ

 

 

別 記 第 63 号 様 式 の次 に次 の 8 様 式 を加 える。 
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受入 
(ロ)           

当 月 1 日 か ら
調 査 日 ま で 
 ・ ・ から 
 ・ ・ まで 

払出 
(ハ)           

前 月 末 在 庫 量 
イ － ロ＋ ハ＝ (ニ)   

前 月 末 帳 簿 在 庫 量 
(ホ)   

増 減 数 量 
(ニ) － (ホ)   

その他の調査事項(商流・物流等) 

・商流 

・物流 

検査
所見   処

置
是認
要精密

 
 

 

別記第63号の3様式(第78条の12関係) 

局(所)長 次 長 部 長 副部長 課 長 係 長 主 査 課 員決

裁 

                

自 動 車 保 有 者 調 査 書 

調 査
年月日 ・ ・ 

時 分から
時 分まで

調 査 者
職 氏 名 印  

住 所
(所在地)   

定 置
場 所   保

有
者 

自
動
車 

氏 名
(名 称) TEL 業 種   

調査場所
立会人 

  
印  

保 有 者
との関係

本人・妻・使用人・運
転手・助手・他( ) 

自動車(貯蔵設備等)の所有状況 

整 理
番 号 

車 両 番 号 
(貯蔵設備等の名称) 

種 別
用 途 

 積載量排気量(貯蔵設備等の容
量等) 

    
自家用・貨物 
営業用・特殊   

    
自家用・貨物 
営業用・特殊   

    
自家用・貨物 
営業用・特殊   

使 用 燃 料 状 況 

比 重 検 査 結 果 
整 理
番 号 温度 測定比重 換算比重 適否

定性分析
の 適 否

定量分析
の 要 否

資料
番号 

試験
月日 

定量分析
結 果

          適・否 要・否    ％
          適・否 要・否     ％
          適・否 要・否     ％  
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引 取 給 油 状 況 

購 入 先 系 列 給 油 方 法 代金支払方法 

所在地 

店名 

  

1 スタンド 
2 ド ラ ム 
3 ローリー 
4 他(インタンク等) 

現金・掛 
チケット 
そ の 他 
(      ) 

その他調査事項(商流・物流等) 

処
置 ・商流 

・物流 是
認
・
要
精
密

 

 

 

別記第63号の4様式(第78条の13関係) 

軽 油 引 取 税 自 動 車 台 帳 

氏名又
は名称   

氏名又
は名称   使

用
者 住 所   

所
有
者 住 所   

業種区分   形 態 個人・法人 軽 油

購入先

名称 所在地 

従業者数 人
貯蔵施設 有 無   

1 運送業 
2 建設業 
3 免税者 
4 その他 

 (    ) 

保有台数 大型 台
普通 台
計  台

地下 タンク    kl    kl 
地上        kl    kl 

  

登 録 番 号 車 名 備 考 登 録 番 号 車 名 備 考 

            

            

            

            

            

  

年月日 特 記 事 項 記 入 者 
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別記第63号の5様式(その1)(第78条の14関係) 

局(所)長 次 長 部 長 副部長 課 長 係 長 主 査 課 員決

裁                 

免 税 軽 油 使 用 者 調 査 書 

年月日 ・ ・ 調
査 立会人   

調 査 者

職 氏 名
印

住所(所在地)   業 種   使 用 方 法使
用
者 氏名(名 称)   

使用者
証番号

第    号 単独 共同

確 認 

作 業 状 況 所 要 量   名 称 
型式 馬力数 

登録の
有 無 1日平均月平均 1H当 月 当 

交付

数量 

過

不足 

備 考

No.     有 無               

No.     有 無               

No.     有 無               

No.     有 無               

No.     有 無               

使
用(

申
請)

車
輛
機
械 No.     有 無               

自   ・ ・ 有 効

期 間 至   ・ ・ 

田

畑 

自   ・ ・ 

軽 油

購 入

店舗名

所在地・名称 
耕
作
面
積 

計 

免

税

証 

算 出

期 間 至   ・ ・ 系 列   
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の

概

要 

貯

蔵

設

備 

ポータブル 

ド ラ ム 

そ の 他   

の

方

法 

購
入
・
注
油 

現金・掛

チケット

そ の 他

スタンド給油 

ド ラ ム 給 油 

そ の 他   

免 税 証 ・ 免 税 軽 油 の 使 用 状 況 

免 税 証 免 税 軽 油 消 費 差 引 
交付年月日 繰越

数量 
交付を受
けた数量 

計 
繰越
数量

引取った
数 量

計 
免税
用途

免 税
用途外 

免税軽油
数 量 

免税証
数 量

・ ・                   

・ ・                   

・ ・                   
 

 

 

別記第63号の5様式(その2)(第78条の14関係) 

  

  

交 付 数 量

の 適 否 と

処 置   

  

  

免 税 用 途

違反の有無

と 処 置   

  

  

免 税 機 械

の 確 認

と 適 否   

  

  

  

  

そ の 他 

の 

調 査 事 項 
  

購 入 ・ 消 費 状 況 

購入
月日 

免税
軽油 

課税
軽油 灯油 その他 摘 要

使用
月日

免税
軽油

課税
軽油 灯油 その他 摘 要
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別記第63号の6様式(第78条の16関係) 

混 合 軽 油 受 払 簿 

製 造 状 況 販 売 状 況 

炭 化 水 素 油 の 種 別 販 売 先 製 造

年月日 軽 油 揮発油 灯 油   計 

販 売

年月日

販 売

数 量 住 所 氏名又は名称 

差 引

在庫数量 

備 考

  
l l l l l

  
l

    
l 

  

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

 (注) この帳簿は、軽油以外の炭化水素油を混和し、又は軽油以外の炭化水素油と軽油以外の炭化水素油を混和して製造された軽油につい
て記入してください。 
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別記第63号の7様式(第78条の16関係) 

自 動 車 燃 料 油 消 費 簿 

引 取 状 況 消 費 状 況 

引 取 先 炭 化 水 素 油 の 種 別 

 年

月 日 
住 所 氏 名 店舗名 

引取量 
炭化水素

油の種別 軽 油 揮発油 灯 油   計 

差 引

在庫量 

備 考

          
l 

  
l l l l l l 

  

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

 (注) この帳簿は、自動車の燃料について記入してください。  

 

 

別記第63号の8様式(第78条の16関係) 

 印 紙 
軽 油 引 取 税       

保 証 書       

住所又は所在地   

氏 名 又 は 名 称   

特 別

徴 収

義 務 者 
徴収金を保全する
のに必要な金額   

 上記特別徴収義務者が下記期間に申請した軽油引取税の徴収猶予に係る徴収金の保全

のため必要な金額の担保として、下記金額を限度として保証します。 

記 

保 証 金 額 円     

期 間 
年    月    日  申告分から 

年    月    日  申告分まで 
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備 考   

       年  月  日 

住 所         

保証人 氏 名         

(名称)        印

 

 

 

別記第63号の9様式(第78条の16関係) 

調 査 概 況 書 
整理
番号   名

称 

  

 

供 覧 
調 査
年月日 調 査 区 分 調 査 指 導 て ん 末 

調査者職
氏 名 印

精密・普通 調査対象期間 . . . から . . . まで 部
長 

  

在庫・比重 
  

課
長 

  
指導・犯則 

係
長 

  

・

・ 

・ 

  
  

精密・普通 調査対象期間 . . . から . . . まで 部
長 

  

在庫・比重 
  

課
長 

  
指導・犯則 

係
長 

  

・

・ 

・ 

  
  

精密・普通 調査対象期間 . . . から . . . まで 部
長 

  

在庫・比重 
  

課
長 

  
指導・犯則 

係
長 

  

・

・ 

・ 

  
  

精密・普通 調査対象期間 . . . から . . . まで 部
長 

  

在庫・比重 
  

課
長 

  
指導・犯則 

係
長 

  

・

・ 

・ 

  
  

精密・普通 調査対象期間 . . . から . . . まで 部
長 

  

在庫・比重 
  

課
長 

  
指導・犯則 

係
長 

  

・

・ 

・ 
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精密・普通 調査対象期間 . . . から . . . まで 部
長 

  

在庫・比重 
  

課
長 

  
指導・犯則 

係
長 

  

・

・ 

・ 

  
  

精密・普通 調査対象期間 . . . から . . . まで 部
長 

  

在庫・比重 
  

課
長 

  
指導・犯則 

係
長 

  

・

・ 

・ 

  
  

 

 
 別記第６４号様式及び別記第６５号様式を次のように改める。 
別記第６４号様式及び別記第６５号様式 削除 
 別記第７１号様式から別記第１０７号様式までを次のように改める。 
別記第７１号様式から別記第１０７号様式まで 削除 
 別記第１５９号の２様式を次のように改める。 
 

別記第159号の2様式(第12条関係) 

  年度県税決算書付表10におけるその他の繰越額内訳表 

地域振興局(事務所)           

担当者        

内 訳 区 分 
  
税 目 

付表10に
おけるそ
の他の繰
越額 

徴収可能
と思われ
るもの 

住居所不
明で調査
中のもの

財産調査
中のもの

執行停止
見込みの
もの 

不納欠損
見込みの
もの 

そ の 他   

税 額             
法 人 県 民 税 

件 数             

税 額             
県 民 税 利 子 割 

件 数             

税 額             
個 人 事 業 税 

件 数             

税 額             
法 人 事 業 税 

件 数             

税 額             
地 方 消 費 税 

件 数             

税 額             
不 動 産 取 得 税 

件 数             

税 額             
県 た ば こ 税 

件 数             

税 額             
ゴ ル フ 場 利 用 税 

件 数             

税 額             
自 動 車 取 得 税 

件 数             

税 額             
軽 油 引 取 税 

件 数             

税 額             
自 動 車 税 

件 数             

税 額             
鉱 区 税 

件 数             

税 額             
狩 猟 税 

件 数             

税 額             
産 業 廃 棄 物 税 

件 数              
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税 額             
料理飲食等消費税 

件 数             

税 額             
特別地方消費税 

件 数             

税 額             
自 動 車 取 得 税 

件 数             

税 額             

旧

法

に

よ

る

税 

軽 油 引 取 税 税 
件 数             

税 額             
滞 納 繰 越 分 

件 数             

税 額             
総 計 

件 数             

税 額             
地 方 法 人 特 別 税 

件 数             

税 額             地 方 法 人 特 別 税 
（ 滞 納 繰 越 分 ） 件 数             

税 額             地 方 法 人 特 別 税 
総 計 件 数             

 
   附 則 
１ この訓令は、平成２１年４月１日から施行する。 
２ この訓令の施行の際現に存する改正前の様式による用紙は、当分の間、所要の補正を
 して使用することができる。 
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